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売
主
蝦
疵
担
保
責
任
と
危
険
負
担
と
の
関
係
日

　
　
　
　
　
種
類
債
務
の
合
意
に
よ
る
特
定
を
契
機
と
し
て

ゴヒ

居

功

売主蝦疵担保責任と危険負担との関係（三）

一
　
二
つ
の
「
危
険
」
概
念

ニ
　
ド
イ
ッ
民
法
典
に
お
け
る
売
主
危
険
負
担
主
義
の
制
定

　
①
　
「
売
買
に
お
け
る
危
険
の
負
担
」
提
案

　㈹　第

一
委
員
会
の
決
議

　
③
　
ド
イ
ツ
民
法
典
に
お
け
る
危
険
負
担
制
度
の
成
立

　
翰
小
括
（
六
十
九
巻
五
号
）

三
　
種
類
債
務
の
特
定
と
危
険
負
担
の
関
係

（6）　（5）　（4）　（3）　（21　（11

ド
イ
ツ
民
法
典
に
お
け
る
特
定
制
度
の
成
立

特
定
の
時
期
と
拘
束
力

ド
イ
ッ
民
法
典
二
七
九
条

特
定
と
弁
済
提
供
の
関
係

変
更
権

小
括
（
六
十
九
巻
六
号
）

六　　　　　　　　五　　　　　　四
　　　（4）　（3〉　（2）　（1）　　　　（3）　（2）　（1）

給
付
危
険
と
対
価
危
険
の
関
係

　
給
付
危
険
と
対
価
危
険
の
関
係

　
民
法
典
四
八
三
条
の
意
義

　
小
括
（
以
上
本
号
）

暇
疵
あ
る
目
的
物
に
よ
る
特
定

　
ド
イ
ツ
法
の
暇
疵
担
保
責
任
の
構
造

　
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
特
定
と
蝦
疵
担
保
責
任
の
関
係

　
種
類
売
買
へ
の
蝦
疵
担
保
責
任
の
適
用
問
題

　
私
　
見

特
定
の
合
意
（
六
十
九
巻
九
号
）
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四
　
給
付
危
険
と
対
価
危
険
の
関
係

　
既
に
本
稿
の
冒
頭
に
お
い
て
、
給
付
危
険
お
よ
び
対
価
危
険
の
そ
れ
ぞ
れ
の
意
義
に
つ
い
て
論
じ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
二
つ
の

危
険
概
念
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
の
か
、
そ
れ
ら
の
両
概
念
が
我
が
国
の
民
法
典
で
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
、

さ
ら
に
種
類
債
務
の
特
定
の
効
果
と
し
て
の
給
付
危
険
の
移
転
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

20

　
ω
　
給
付
危
険
と
対
価
危
険
の
関
係

　
ド
イ
ッ
民
法
典
二
七
五
条
は
、
特
定
物
債
務
に
お
け
る
後
発
的
客
観
的
不
能
に
よ
る
債
務
者
の
解
放
を
一
項
に
定
め
、
後
発
的
主
観
的

不
能
を
後
発
的
客
観
的
不
能
に
等
置
す
る
旨
を
二
項
に
定
め
る
。
つ
ま
り
、
特
定
物
債
務
に
お
い
て
債
務
者
は
自
己
の
責
に
帰
さ
れ
る
べ

き
で
は
な
い
後
発
的
不
能
に
よ
っ
て
給
付
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
給
付
目
的
物
の
滅
失
等
の
危
険
は
そ
の
目
的
物
の
給
付

義
務
を
消
滅
さ
せ
る
。
こ
れ
は
、
す
な
わ
ち
債
権
者
の
給
付
請
求
権
の
消
滅
を
も
た
ら
す
と
い
う
意
味
で
、
債
権
者
が
給
付
危
険
を
負
担

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

す
る
こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
、
二
七
五
条
は
給
付
危
険
の
債
権
者
負
担
を
定
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
種
類
債
務
の
場
合
に
は
、
特

定
前
は
債
務
者
が
債
権
者
の
た
め
に
用
意
し
た
給
付
目
的
物
が
滅
失
等
し
て
も
債
務
者
の
給
付
義
務
に
は
何
等
の
影
響
も
与
え
ず
、
給
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

義
務
は
尚
存
続
す
る
（
二
七
九
条
ま
た
は
二
四
三
条
二
項
）
。
つ
ま
り
、
目
的
物
の
滅
失
等
に
も
か
か
わ
ら
ず
給
付
義
務
は
存
続
す
る
と
い

う
意
味
で
、
給
付
危
険
は
債
務
者
が
負
担
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
特
定
が
為
さ
れ
る
と
そ
れ
以
降
は
特
定
物
論
理
が
適
用
さ
れ
、
二

七
五
条
に
よ
っ
て
給
付
義
務
の
運
命
が
規
律
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
給
付
危
険
は
債
権
者
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
特
定
は
給

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

付
危
険
を
債
務
者
か
ら
債
権
者
に
移
転
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
特
定
物
債
務
に
お
い
て
給
付
目
的
物
の
滅
失
等
に
よ
る
給
付
の
後
発
的
不
能
に
よ
っ
て
双
務
契
約
に
お
け
る
反
対
給
付
請
求
権

も
消
滅
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
（
三
二
三
条
一
項
）
。
し
か
し
、
売
買
契
約
に
お
い
て
目
的
物
が
引
渡
な
い
し
発
送
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の



原
則
の
例
外
と
し
て
反
対
給
付
請
求
権
は
存
続
す
る
こ
と
に
な
る
（
四
四
六
・
四
四
七
条
）
。
ド
イ
ッ
民
法
典
三
二
三
条
が
定
め
る
対
価
危

険
の
債
務
者
主
義
は
、
反
対
給
付
請
求
権
の
消
滅
原
理
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
そ
の
規
定
の
制
定
史
か
ら
明
ら

か
に
な
る
。
既
に
第
二
章
第
三
節
で
み
た
よ
う
に
、
ド
イ
ッ
民
法
典
二
七
五
条
と
三
二
三
条
は
部
分
草
案
か
ら
第
一
草
案
の
完
成
前
ま
で

は
一
ヵ
条
の
条
文
に
纏
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
、
ク
ー
ル
バ
ウ
ム
提
案
に
よ
っ
て
、
債
務
関
係
法
総
則
と
契
約
に
関
す
る
規
定
と
に
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

系
上
分
離
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
結
果
、
別
々
の
条
文
と
し
て
纏
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
元
来
は
特
定
物
債
務
に
お
い
て
給
付

目
的
物
が
滅
失
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
目
的
物
の
給
付
義
務
が
消
滅
し
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
反
対
給
付
義
務
も
ま
た
消
滅
す
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
目
的
物
の
滅
失
の
危
険
が
債
務
者
に
帰
せ
ら
れ
る
構
造
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
原
理
が
二
つ
の
条
文
に
分
離
さ
れ
、
そ
れ
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

応
し
て
「
危
険
」
自
体
も
ま
た
二
つ
に
分
離
さ
れ
た
と
理
解
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
二
つ
の
危
険
概
念
、
す
な
わ
ち
給
付
危
険
と
対
価
危
険
は
、
債
務
者
が
負
担
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
債
権
者
が
負
担
す
る
の
か
、

そ
れ
ぞ
れ
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
双
務
契
約
に
お
い
て
論
理
的
に
は
以
下
の
四
つ
の
組
み
合
わ
せ
が
可
能
で
あ
る
。

売主暇疵担保責任と危険負担との関係（三）

④③②①
給
付
危
険
債
権
者
負
担
・
対
価
危
険
債
務
者
負
担

給
付
危
険
債
権
者
負
担
・
対
価
危
険
債
権
者
負
担

給
付
危
険
債
務
者
負
担
・
対
価
危
険
債
務
者
負
担

給
付
危
険
債
務
者
負
担
・
対
価
危
険
債
権
者
負
担

　
ま
ず
、
①
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
。
給
付
危
険
を
債
権
者
が
負
担
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
目
的
物
の
滅
失
に
よ
っ
て
債
務
者
の
給
付
義
務

は
消
滅
し
、
債
務
者
は
給
付
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
給
付
目
的
物
が
一
部
滅
失
し
た
場
合
に
は
、
給
付
が
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

不
能
と
な
る
限
り
で
給
付
義
務
は
尚
可
能
な
給
付
に
縮
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
先
述
の
通
り
、
ド
イ
ッ
民
法
典
二
七
五
条
の
定
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め
る
ケ
！
ス
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
対
価
危
険
は
債
務
者
が
負
担
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
債
務
者
は
目
的
物
が
滅
失
し

た
場
合
に
は
反
対
給
付
請
求
権
を
全
て
失
う
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
双
方
の
債
権
・
債
務
が
目
的
物
の
滅
失
に
よ
っ
て
同
時
に
消
滅
す

る
の
で
あ
り
、
ド
イ
ッ
民
法
典
三
二
一
二
条
一
項
が
定
め
る
危
険
負
担
債
務
者
主
義
は
こ
の
ケ
ー
ス
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
給

付
の
一
部
不
能
の
場
合
に
は
、
給
付
義
務
が
縮
減
さ
れ
る
の
に
対
応
し
て
反
対
給
付
請
求
権
も
縮
減
さ
れ
る
論
理
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

事
実
、
ド
イ
ッ
民
法
典
三
壬
二
条
一
項
二
文
は
そ
の
こ
と
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
一
般
に
言
わ
れ
る
危
険
負
担
債
務
者
主

義
の
構
造
で
あ
る
。

　
②
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
。
給
付
危
険
に
つ
い
て
は
①
と
同
様
に
債
権
者
負
担
で
あ
り
、
給
付
の
全
部
不
能
な
い
し
一
部
不
能
に
よ
り
給

付
義
務
は
消
滅
な
い
し
縮
減
す
る
。
他
方
、
対
価
危
険
も
債
権
者
が
負
担
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
債
務
者
は
自
己
の
給
付
義
務
を
全
部
な

い
し
一
部
免
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
尚
反
対
給
付
請
求
権
を
完
全
な
形
で
保
持
す
る
こ
と
に
な
る
。
ド
イ
ッ
民
法
典
四
四
六
条
ま
た
は

四
四
七
条
の
適
用
場
面
が
こ
れ
に
当
た
り
、
一
般
に
危
険
負
担
の
債
権
者
主
義
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
③
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
。
給
付
危
険
は
①
②
と
は
異
な
っ
て
、
債
務
者
が
負
担
す
る
。
種
類
債
務
の
特
定
前
の
債
務
者
が
負
う
給
付
義

務
の
状
況
が
そ
う
で
あ
り
、
目
的
物
が
滅
失
し
て
も
債
務
者
の
給
付
義
務
に
は
何
等
の
影
響
も
及
ぼ
さ
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
種
類

債
務
者
は
依
然
と
し
て
従
来
の
給
付
義
務
を
負
い
続
け
る
こ
と
に
な
る
（
ド
イ
ッ
民
法
典
二
七
九
条
な
い
し
二
四
三
条
二
項
）
。
金
銭
債
務
者

も
金
銭
が
相
手
方
に
到
達
す
る
ま
で
は
給
付
危
険
を
負
担
し
、
給
付
目
的
物
た
る
金
銭
が
債
権
者
に
到
達
し
な
け
れ
ば
尚
金
銭
給
付
義
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

を
負
う
の
で
あ
る
（
ド
イ
ッ
民
法
典
二
七
〇
条
）
。
特
定
物
の
給
付
の
際
に
特
定
物
が
殿
損
し
た
場
合
に
は
ど
う
か
。
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ

で
は
あ
る
が
、
特
定
物
の
修
補
が
不
可
能
で
あ
れ
ば
給
付
の
一
部
不
能
で
あ
り
、
ド
イ
ッ
民
法
典
二
七
五
条
に
よ
り
債
務
者
の
給
付
義
務

は
縮
減
さ
れ
る
。
し
か
し
、
修
補
が
可
能
で
あ
れ
ば
そ
れ
を
修
補
す
る
義
務
を
債
務
者
は
負
担
す
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
が
、
蝦
疵
担
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

責
任
を
債
務
不
履
行
責
任
と
把
握
す
る
立
場
か
ら
有
力
に
提
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
目
的
物
が
殿
損
し
て
も
修
補
が
可
能
で
あ
る

限
り
尚
債
務
者
が
修
補
す
る
義
務
を
負
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
目
的
物
の
殿
損
が
債
権
者
の
本
来
の
履
行
請
求
権
を
何
等
妨
げ
ず
、
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債
務
者
の
給
付
義
務
が
以
前
と
同
様
に
存
続
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
、
こ
の
場
合
に
も
給
付
危
険
は
債
務
者
が
負
担
す
る
こ
と

に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
特
定
物
給
付
の
際
の
滅
失
・
殿
損
の
場
合
で
も
、
債
務
者
に
価
値
償
還
義
務
を
認
め
れ
ば
、
そ
れ
は
本
来

の
給
付
義
務
の
「
延
長
」
で
あ
っ
て
、
目
的
物
の
滅
失
・
殿
損
が
債
務
者
の
給
付
義
務
に
「
実
質
的
に
は
」
何
等
の
影
響
も
も
た
ら
さ
な

い
と
言
え
よ
う
。
従
っ
て
、
債
務
者
に
本
来
の
給
付
義
務
に
代
わ
る
価
値
償
還
義
務
を
認
め
る
場
合
に
も
、
給
付
義
務
は
債
務
者
が
負
担

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
（
n
）

す
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
対
価
危
険
は
債
務
者
が
負
担
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
目
的
物
の
滅
失
・
殿
損
に
よ

っ
て
債
務
者
が
被
っ
た
損
失
を
債
務
者
自
身
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
反
対
給
付
請
求
権
に
そ
の
損
失
を
上
乗
せ
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
債
務
者
の
給
付
義
務
も
反
対
給
付
請
求
権
も
、
こ
の
場
合
に
は
目
的
物
の
滅
失
に
よ
っ
て
何
等
の
影
響
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

受
け
な
い
で
、
本
来
の
形
の
ま
ま
存
続
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
④
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
。
給
付
危
険
は
債
務
者
が
負
担
す
る
の
に
対
し
て
、
対
価
危
険
は
債
権
者
が
負
担
す
る
モ
デ
ル
で
あ

る
が
、
給
付
危
険
の
債
務
者
負
担
は
③
と
同
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
目
的
物
の
滅
失
・
殿
損
に
よ
っ
て
債
務
者
の
給
付
義
務
に
は
何
等

「
実
質
的
な
」
変
更
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
対
価
危
険
が
債
務
者
の
負
担
で
あ
る
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
論
理
的
に
は
、
目
的
物
の
滅
失
・
殿
損
が
債
権
者
の
負
担
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
目
的
物
の
滅
失
に
よ
っ
て
債
務
者
が
本
来
の
給

付
義
務
を
維
持
す
る
た
め
に
被
っ
た
損
失
を
債
権
者
に
転
嫁
で
き
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
債
権
者
が
危
険
を
負
担
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
で

あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
例
え
ば
、
特
定
物
給
付
に
お
い
て
特
定
物
が
殿
損
し
た
た
め
に
債
務
者
が
修
補
し
た
場
合
、
こ
の
修
補
費
用
を
債
権

者
に
対
し
て
反
対
給
付
の
履
行
の
枠
内
で
請
求
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
債
権
者
は
当
初
の
給
付
義
務
に
そ
の
修
補
費
用
を
上
乗

せ
し
て
給
付
し
な
け
れ
ば
給
付
義
務
を
尽
く
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
特
定
前
の
目
的
物
の
滅
失
に
よ
り
債
務
者

が
新
た
に
目
的
物
を
調
達
す
る
の
に
要
し
た
費
用
な
い
し
新
た
な
目
的
物
の
価
格
分
を
、
債
務
者
は
従
来
の
反
対
給
付
に
上
乗
せ
し
た
う

え
で
、
反
対
給
付
請
求
権
と
し
て
要
求
で
き
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
飽
く
ま
で
論
理
的
な
可
能
性
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た

給
付
請
求
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
当
初
当
事
者
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
契
約
の
「
枠
」
を
逸
脱
す
る
こ
と
に
な
る
。
果
し
て
、
こ
の
よ
う
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な
危
険
負
担
の
あ
り
方
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ハ
ー
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
給
付
危
険
の
移
転
は
、
対
価
危
険
の
移
転
に
論
理
的
に

直
結
す
る
。
売
主
が
履
行
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
商
品
の
滅
失
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
の
給
付
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
要
件
の
下
で

の
み
、
依
然
と
し
て
、
彼
が
反
対
給
付
、
す
な
わ
ち
売
買
代
金
を
請
求
し
う
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
差
し
迫
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
給
付
危
険
と
対
価
危
険
と
の
相
互
関
係
は
、
給
付
危
険
が
遅
く
と
も
対
価
危
険
と
同
時
に
買
主
に
移
転
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
」

　
　
　
　
（
1
3
）

こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
給
付
危
険
が
債
務
者
の
下
に
止
ま
る
の
に
対
価
危
険
が
債
権
者
に
移
転
す
る
と
い
う
、
先
の
モ
デ
ル
④
の
よ

う
な
事
態
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
フ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
も
明
確
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
給

付
危
険
は
対
価
危
険
よ
り
も
遅
れ
て
移
転
し
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
対
価
危
険
の
移
転
は
、
買
主
が
売
買
物
を
取
得
す
る
こ
と
な
く
売
買

代
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
た
め
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
対
価
危
険
の
移
転
は
、
給
付
危
険
の
移
転
を
も
当
然

　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

に
含
む
の
で
あ
る
」
。
従
っ
て
、
対
価
危
険
を
債
権
者
が
負
担
す
る
時
点
で
は
、
そ
の
こ
と
自
体
が
既
に
、
遅
く
と
も
そ
の
時
点
に
お
い

て
給
付
危
険
も
債
権
者
が
負
担
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
反
対
に
給
付
危
険
を
債
務
者
が
負
担
す
る
限
り
、
対
価
危
険
は
未
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

債
権
者
が
負
担
し
な
い
こ
と
を
も
当
然
に
含
む
こ
と
に
な
る
。
結
局
、
給
付
危
険
と
対
価
危
険
の
移
転
時
期
が
乖
離
す
る
の
は
、
給
付
危

険
を
債
権
者
が
負
担
す
る
一
方
で
対
価
危
険
を
債
務
者
が
負
担
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
り
（
上
述
の
モ
デ
ル
①
の
ケ
ー
ス
）
、
そ
れ
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

外
の
場
合
に
は
、
給
付
危
険
と
対
価
危
険
の
帰
趨
は
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
種
類
債
務
の
特
定
を
考
え
る
と
、
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
特
定
を
目
的
物
の
引
渡
か
ら
分
離
し
、
そ
れ
よ
り
も
早

期
に
生
じ
う
る
余
地
を
認
め
る
見
解
で
は
、
特
定
時
に
給
付
危
険
が
債
務
者
か
ら
債
権
者
に
移
転
す
る
が
、
対
価
危
険
は
尚
債
務
者
の
下

に
止
ま
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
給
付
危
険
と
対
価
危
険
の
帰
趨
を
一
致
さ
せ
な
い
解
釈
な
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た

両
危
険
の
乖
離
は
理
論
的
に
は
問
題
が
な
い
。
つ
ま
り
、
先
の
モ
デ
ル
①
の
ケ
ー
ス
に
該
当
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
両
危
険
の
帰
趨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

の
乖
離
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
危
険
負
担
原
理
の
差
異
に
求
め
ら
れ
よ
う
し
、
実
際
に
、
価
格
の
変
動
が
激
し
い
商
品
に
お
い
て
は
債
務
者
の
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調
達
価
格
が
高
騰
し
て
反
対
給
付
の
価
値
を
凌
駕
す
る
た
め
に
、
一
旦
為
さ
れ
た
調
達
が
無
意
味
と
な
っ
た
時
に
再
び
債
務
者
に
調
達
を

義
務
づ
け
る
ー
す
な
わ
ち
、
調
達
危
険
を
債
務
者
が
負
担
す
る
　
　
の
が
酷
な
結
果
と
な
る
点
で
、
対
価
危
険
と
は
別
個
の
給
付
危
険

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

の
移
転
時
期
を
求
め
る
積
極
的
な
意
義
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
ド
イ
ッ
法
上
の
給
付
危
険
お
よ
び
対
価
危
険
の
関
係
は
、
我
が
国
で
は
ど
の
よ
う
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
と
り

わ
け
、
対
価
危
険
の
債
務
者
負
担
に
は
、
給
付
危
険
の
帰
趨
に
従
っ
て
論
理
的
に
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
（
上
述
の
モ
デ
ル
①
③
の
ケ
ー
ス
）
。
こ
れ
は
、
種
類
債
務
に
お
い
て
特
定
前
に
は
モ
デ
ル
③
、
特
定
後
に
は
モ
デ
ル
①
の
債
務
者
主
義
が

適
用
さ
れ
る
こ
と
で
差
異
が
現
れ
る
が
、
そ
の
差
異
は
種
類
債
務
の
給
付
危
険
の
帰
趨
の
差
異
の
結
果
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
特
定
前

に
は
ド
イ
ッ
民
法
典
二
七
九
条
な
い
し
二
四
三
条
二
項
に
基
づ
い
て
債
務
者
が
給
付
危
険
を
負
担
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

が
前
提
と
な
っ
て
反
対
債
権
の
存
続
と
い
う
パ
タ
ー
ン
の
対
価
危
険
債
務
者
負
担
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
特
定
後

に
は
給
付
の
不
能
が
両
債
務
の
消
滅
を
も
た
ら
す
と
い
う
対
価
危
険
の
債
務
者
主
義
が
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
原
理
を
基
礎
付
け

る
の
が
、
ド
イ
ッ
民
法
典
二
七
五
条
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
給
付
危
険
の
債
権
者
負
担
を
定
め
る
ド
イ
ッ
民
法
典
二
七
五
条
の
原
理
は

我
が
国
の
民
法
典
の
何
処
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
特
定
に
よ
る
給
付
危
険
の
移
転
を
論
じ
る
う
え
で
こ
の
点
の
検
討
が
不
可
避

な
の
で
あ
る
。

　
の
　
民
法
典
四
八
三
条
の
意
義

我
が
国
の
民
法
典
は
四
八
三
条
に
お
い
て
特
定
物
の
現
状
引
渡
原
則
を
定
め
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
旧
民
法
典
財
産
編
四
六
二
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

（
草
案
四
八
三
条
）
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
。

　
草
案
四
八
三
条

　
　
　
特
定
物
の
債
務
者
は
、
引
渡
さ
れ
る
べ
き
時
に
そ
れ
が
現
に
あ
る
状
態
で
そ
れ
を
引
き
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
る
。
但
し
、
四
三
九
条
に
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よ
り
条
件
附
債
務
に
お
け
る
危
険
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
物
が
債
務
者
の
費
用
で
保
存
も
し
く
は
改
良
さ
れ
、
又
は
彼
の
フ
ォ
ー
ト
も
し
く
は
慨
怠
に
よ
っ
て
殿
損
さ
れ
た
場
合
、

第
一
章
第
二
節
に
従
っ
て
当
事
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

そ
の
賠
償
は
そ
れ
ぞ
れ

　
こ
の
条
文
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
条
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
二
四
五
条

と
同
様
の
規
定
で
、
「
特
定
物
の
債
務
者
が
、
為
さ
れ
る
べ
き
物
に
関
し
て
為
す
べ
き
注
意
お
よ
び
債
権
者
が
負
担
す
る
不
可
抗
力
の
危

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

険
に
関
す
る
（
草
案
財
産
編
）
三
五
四
条
お
よ
び
三
五
五
条
に
掲
げ
ら
れ
た
原
則
の
確
認
で
し
か
な
い
」
と
い
う
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、

草
案
三
五
四
条
に
お
い
て
特
定
物
債
務
の
債
務
者
に
善
良
な
管
理
者
の
注
意
義
務
を
課
し
、
そ
の
義
務
違
反
を
債
務
者
の
フ
ォ
ー
ト
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
22
）

て
損
害
賠
償
責
任
と
結
び
付
け
る
。
さ
ら
に
、
草
案
三
五
五
条
は
、
「
所
有
権
が
合
意
の
効
果
の
み
で
移
転
さ
れ
る
時
か
ら
、
そ
の
対
象

で
あ
る
物
の
価
値
増
大
と
同
様
滅
失
も
そ
れ
を
所
有
権
者
の
利
益
と
同
様
損
失
と
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
」
と
の
考
慮
の
下
に
、
「
物
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

所
有
権
者
に
と
っ
て
滅
失
す
る
（
8
の
竃
葺
3
巨
3
）
」
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
危
険
負
担
理
論
を
「
確
認
す
る
」
の
が
本

条
の
現
状
引
渡
原
則
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
基
準
時
と
し
て
「
引
渡
さ
れ
る
べ
き
時
」
を
確
定
し
、
債
務
者
の
附
遅
滞
の
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

は
滅
失
・
殿
損
の
危
険
は
尚
債
務
者
の
下
に
止
ま
る
と
い
う
例
外
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
要
す
る
に
、
「
為
さ
れ
る
べ
き
物

が
合
意
時
に
千
円
の
価
値
を
有
し
、
引
渡
時
に
債
務
者
の
フ
ォ
ー
ト
に
よ
っ
て
九
〇
〇
円
以
上
の
価
値
は
有
し
な
い
と
す
れ
ば
、
…
…
債

務
者
は
、
彼
の
フ
ォ
ー
ト
に
よ
っ
て
九
〇
〇
円
の
価
値
に
な
っ
た
物
を
引
渡
す
こ
と
で
は
解
放
さ
れ
な
い
、
す
な
わ
ち
、
彼
は
フ
ォ
：
ト

に
よ
る
罰
と
し
て
一
〇
〇
円
の
損
害
賠
償
を
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
説
き
、
し
か
も
、
現
状
引
渡
原
則
の
基
準
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

を
合
意
時
に
す
る
の
か
、
引
渡
時
に
求
め
る
の
か
に
よ
っ
て
差
異
が
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
規
定
の
原
則
は
特
定
物
に

固
有
の
原
則
で
あ
っ
て
、
「
債
務
者
が
種
類
ま
た
は
品
質
の
債
務
を
負
う
場
合
に
は
、
彼
は
必
要
費
、
フ
ォ
ー
ト
、
慨
怠
に
よ
っ
て
彼
の

債
務
を
修
正
し
え
ず
、
あ
る
い
は
、
殿
損
、
滅
失
に
よ
っ
て
彼
の
債
務
を
縮
減
ま
た
は
消
滅
さ
せ
え
な
い
」
の
で
あ
り
、
要
す
る
に
「
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

類
は
滅
失
し
な
い
（
鴨
器
遷
ロ
8
冨
『
窪
邑
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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売主蝦疵担保責任と危険負担との関係（三）

　
こ
う
し
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
解
説
か
ら
、
草
案
四
八
三
条
の
現
状
引
渡
原
則
の
意
義
は
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
特
定
物

債
務
に
お
い
て
債
務
者
は
引
渡
さ
れ
る
時
ま
で
善
良
な
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
物
を
保
存
し
、
そ
う
し
た
注
意
義
務
を
果
た
す
限
り
損

害
賠
償
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
（
三
五
四
条
）
。
債
務
者
が
善
管
注
意
義
務
を
果
た
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
が
滅
失
・
殿

損
す
る
場
合
に
危
険
負
担
の
問
題
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
が
、
草
案
は
そ
う
し
た
危
険
を
物
の
所
有
権
者
に
帰
す
こ
と
を
確
定
す
る
（
三

五
五
条
）
。
そ
の
対
価
危
険
負
担
原
理
の
内
容
と
は
、
「
債
務
者
は
、
常
に
殿
損
が
彼
の
慨
怠
に
帰
せ
ら
れ
な
い
場
合
に
、
そ
の
現
状
で
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

的
物
を
引
き
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
彼
の
引
渡
義
務
を
満
た
す
こ
と
に
な
」
り
、
「
滅
失
が
彼
の
所
為
で
な
い
限
り
、
そ
の
滅
失
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

彼
が
解
放
さ
れ
る
」
こ
と
を
前
提
に
、
所
有
権
者
で
あ
る
債
権
者
に
反
対
給
付
義
務
を
命
じ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
草
案
四
八
三
条
は
特
定
物
債
務
に
お
い
て
目
的
物
の
後
発
的
な
殿
損
の
際
の
債
務
者
の
引
渡
義
務
の
運
命
を
定
め
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

で
あ
り
、
目
的
物
の
後
発
的
な
滅
失
の
際
の
引
渡
義
務
の
消
滅
を
定
め
る
草
案
財
産
編
五
六
一
条
（
旧
民
法
典
財
産
編
五
三
九
条
）
と
と
も

に
、
給
付
危
険
の
債
権
者
主
義
を
定
め
る
規
定
と
理
解
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
但
し
、
ド
イ
ッ
法
に
い
う
給
付
危
険
の
問
題
と
は
些

か
内
容
が
異
な
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ド
イ
ッ
法
で
は
給
付
危
険
規
定
で
あ
る
二
七
五
条
は
債
務
者
の
責
め
に
帰

さ
れ
な
い
不
能
を
要
件
と
す
る
の
に
対
し
て
、
草
案
四
八
三
条
は
債
務
者
の
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
目
的
物
の
殿
損
に
つ
い
て
も
関
係
す
る
。

そ
の
場
合
に
、
債
務
者
は
損
害
賠
償
義
務
も
合
わ
せ
て
負
担
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
規
定
は
そ
の
際
の
現
状
引
渡
義
務
を
も
含
む
こ
と
と

な
る
。
ま
た
、
目
的
物
の
殿
損
は
必
ず
し
も
給
付
義
務
の
「
不
能
」
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
ド
イ
ッ
法
と
の
違
い
と
し
て
指

摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
現
状
引
渡
義
務
が
損
害
賠
償
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
た
め
現
状
引
渡
原
則
の
基
準
時
が
合
意
時
で
も
引

渡
時
で
も
結
果
は
異
な
ら
な
い
と
す
る
が
、
こ
の
点
は
問
題
で
あ
る
。
合
意
時
を
基
準
時
と
す
る
場
合
、
債
務
者
の
フ
ォ
ー
ト
が
な
い
殿

損
に
お
い
て
は
、
債
務
者
は
目
的
物
を
修
補
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
目
的
物
の
「
合
意
時
」
の
状
態
の
回
復
を
義
務
づ
け
ら
れ
う
る
は
ず
で

あ
り
、
そ
う
し
た
修
補
が
不
可
能
な
場
合
に
は
価
値
償
還
義
務
に
よ
っ
て
債
務
者
の
給
付
義
務
の
維
持
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
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（
3
0
）

あ
る
。
こ
う
し
た
修
補
や
価
値
償
還
義
務
を
債
務
者
が
負
う
の
か
負
わ
な
い
の
か
、
こ
れ
は
一
つ
の
立
法
政
策
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
政
策

を
明
ら
か
に
す
る
の
が
給
付
危
険
規
定
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
こ
の
点
を
些
か
誤
解
し
て
い
た
節
が
あ
る
も
の

の
、
「
引
渡
さ
れ
る
べ
き
時
」
を
基
準
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
債
務
者
に
そ
う
し
た
合
意
時
の
目
的
物
の
状
態
を
回
復
す
る
義
務
の
な
い

こ
と
を
草
案
四
八
三
条
に
お
い
て
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
旧
民
法
草
案
の
給
付
危
険
規
則
は
現
行
民
法
典
に
ど
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
法
典
調
査
会
に
お
い
て
、

現
行
四
八
三
条
は
現
行
四
〇
〇
条
と
一
つ
の
規
定
と
し
て
提
案
さ
れ
た
。

　
　
債
権
ノ
目
的
力
特
定
物
ノ
引
渡
ナ
ル
ト
キ
ハ
債
務
者
ハ
善
良
ナ
ル
管
理
者
ノ
注
意
ヲ
以
テ
其
物
ヲ
保
存
シ
且
其
引
渡
ヲ
為
ス
ヘ
キ
時
ノ
現
状
ニ
テ
之

　
ヲ
引
渡
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

　
こ
の
規
定
に
つ
い
て
、
起
草
者
の
穂
積
委
員
は
、
特
定
物
引
渡
債
務
の
債
務
者
は
引
き
渡
す
べ
き
時
の
現
状
で
目
的
物
を
引
き
渡
す
こ

と
に
よ
っ
て
そ
の
義
務
を
果
た
す
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
際
に
は
善
良
な
管
理
者
の
注
意
を
債
務
者
が
払
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

た
め
、
こ
う
し
た
規
定
が
起
草
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
債
務
者
が
善
良
な
管
理
者
の
注
意
を
欠
い
て
目
的
物
を
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

損
し
た
場
合
に
は
債
権
者
は
そ
れ
を
受
け
取
る
義
務
は
な
い
た
め
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
現
状
引
渡
義
務
と
は
引
渡
義
務
の
限

度
を
画
す
規
定
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
起
草
委
員
の
梅
博
士
は
、
こ
の
「
引
渡
さ
れ
る
べ
き
時
を
基
準
と
す
る
現
状
引
渡
義
務
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

は
一
つ
の
「
立
法
政
策
」
で
あ
り
、
こ
の
規
定
の
趣
旨
と
は
そ
の
政
策
の
表
明
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。

　
こ
の
「
立
法
政
策
」
を
定
め
る
本
条
の
趣
旨
は
、
そ
の
後
の
学
説
で
も
基
本
的
に
は
見
誤
ら
れ
て
は
い
な
い
。
尤
も
、
そ
の
「
立
法
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

策
」
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
目
的
物
に
利
益
が
付
加
す
る
場
合
と
殿
損
す
る
場
合
と
の
対
応
関
係
を
指
摘
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
「
給
付

の
目
的
物
が
特
定
し
て
い
る
と
き
は
、
他
物
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
し
て
、
特
定
物
の
性
質
自
体
に
求
め
る
見
解
も
主

　
　
（
34）

張
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
特
定
物
が
他
物
と
代
替
性
が
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
債
務
者
が
善
良
な
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
目
的
物
を
保

存
す
る
限
り
、
目
的
物
を
履
行
期
の
現
状
で
引
渡
す
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
ま
た
危
険
負
担
制
度
の
存
在
や
債
務
不
履
行
制
度
に
よ
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売主暇疵担保責任と危険負担との関係（三）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

る
処
理
等
が
介
入
す
る
以
上
、
「
四
八
三
条
は
格
別
の
意
義
を
有
し
な
い
規
定
」
で
あ
り
、
あ
る
い
は
「
無
益
な
装
飾
的
規
定
」
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

「
本
条
独
自
の
存
在
理
由
は
、
…
…
（
現
状
引
渡
の
基
準
時
）
の
宣
明
以
外
に
は
す
べ
て
失
わ
れ
て
い
る
」
と
の
理
解
へ
と
繋
が
っ
て
ゆ
く

こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
た
理
解
に
対
し
て
、
四
八
三
条
に
一
定
の
意
義
を
見
出
そ
う
と
す
る
見
解
が
存
在
す
る
。
一
方
で
、
北
川
教
授
は
、
他
の
競
合

す
る
危
険
負
担
や
債
務
不
履
行
と
い
っ
た
諸
制
度
が
存
在
す
る
場
合
に
は
そ
う
し
た
制
度
に
よ
っ
て
特
定
物
債
務
の
運
命
は
定
め
ら
れ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
四
八
三
条
に
お
い
て
「
特
定
物
上
の
あ
ら
ゆ
る
変
化
が
考
え
ら
れ
て
い
る
」
か
ら
「
特
定
物
に
つ
い
て
発
生
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

た
変
化
に
対
す
る
法
的
規
制
は
、
本
条
以
外
の
他
の
諸
制
度
に
よ
る
解
決
に
還
元
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
に
な
る
、
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
、

「
む
し
ろ
、
本
条
の
『
現
状
引
渡
』
は
、
履
行
障
害
事
由
と
な
ら
な
い
法
的
事
実
、
つ
ま
り
、
特
定
物
の
変
化
の
う
ち
債
権
関
係
の
不
正

常
な
展
開
に
い
た
ら
な
い
事
態
に
関
連
す
る
も
の
と
解
す
る
余
地
が
あ
」
り
、
本
条
は
「
債
務
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
本
来
の
特
定
物
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
39
）

法
的
同
一
性
を
失
わ
な
い
変
化
に
関
す
る
も
の
」
と
把
握
す
べ
き
こ
と
を
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
甲
斐
教
授
は
、
四
八
三
条
を
給
付
危
険
の
債
権
者
負
担
を
定
め
る
規
定
と
し
て
理
解
す
る
余
地
の
あ
る
こ
と
を
示
唆
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
「
特
定
物
債
務
の
目
的
物
が
不
可
抗
力
で
滅
失
し
た
場
合
に
は
、
債
権
者
は
そ
の
債
権
を
失
う
こ
と
に
な
る
（
四
一
五
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

四
八
三
）
か
ら
、
債
権
者
が
履
行
危
険
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
」
。
そ
し
て
、
対
価
危
険
の
債
権
者
主
義
の
根
拠
と
し
て
、
「
特
定
物
債

権
で
物
が
滅
失
・
殿
損
し
た
と
き
は
、
債
務
者
は
履
行
を
な
し
た
こ
と
に
な
る
か
ら
債
権
者
は
反
対
給
付
を
な
す
べ
き
で
あ
る
」
と
の
構

成
の
可
能
性
が
あ
り
う
る
が
、
「
四
八
三
条
の
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
蝦
疵
担
保
責
任
に
つ
い
て
は
近
時
疑
問
視
さ
れ
て
お
り
、
危
険
負

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
41
）

担
に
つ
い
て
も
契
約
の
双
務
性
を
考
慮
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
の
批
判
を
免
れ
な
い
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
特
定
物
債
務
に
お
い
て
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
目
的
物
が
殿
損
し
た
場
合
、
債
務
者
の
給
付
義
務
が
目
的
物
の
現
状

引
渡
で
尽
く
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
合
わ
せ
て
損
害
賠
償
義
務
を
も
尽
く
す
必
要
が
あ
り
、
結

局
、
債
務
者
の
給
付
義
務
と
し
て
現
状
引
渡
義
務
が
適
用
さ
れ
る
の
は
債
務
者
に
善
管
注
意
義
務
違
反
の
な
い
場
合
に
制
限
さ
れ
る
と
解
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（
4
2
）

し
て
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
に
、
四
八
三
条
は
特
定
物
に
生
じ
る
全
て
の
変
化
を
対
象
と
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
給
付
障
害

事
由
に
至
ら
な
い
、
い
わ
ば
「
特
定
物
の
同
一
性
を
破
壊
し
な
い
」
変
化
の
み
を
対
象
と
す
る
の
か
、
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
議
論
の
立
て
方
は
四
八
三
条
の
意
義
を
見
据
え
た
う
え
で
他
の
諸
制
度
と
の
関
係
を
把
握
す
る
の
で
は
な
く
、
競
合
す
る

他
の
諸
制
度
の
存
在
を
前
提
に
四
八
三
条
の
機
能
す
る
余
地
を
僅
か
に
見
出
そ
う
と
す
る
理
解
で
あ
っ
て
、
四
八
三
条
を
前
提
と
し
な
い

他
の
諸
制
度
の
理
解
が
先
行
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
債
務
者
の
責
め
に
帰
さ
れ
な
い
目
的
物
の
殿
損
と
い
う
事
態
は
、
危
険
負
担
制
度
に

よ
る
処
理
と
競
合
す
る
。
そ
の
際
に
、
危
険
負
担
制
度
で
は
目
的
物
の
殿
損
・
滅
失
に
よ
る
債
務
者
の
給
付
義
務
の
縮
減
・
消
滅
を
前
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

に
反
対
給
付
の
運
命
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
少
な
く
と
も
ド
イ
ッ
で
は
給
付
危
険
も
債
権
者
に
移
転
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

当
然
の
前
提
と
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
お
り
、
給
付
危
険
を
債
務
者
に
負
担
さ
せ
つ
つ
、
そ
の
損
失
を
債
権
者
に
転
嫁
し
て
対

価
の
価
値
を
引
き
上
げ
る
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
対
価
危
険
の
債
権
者
主
義
に
お
い
て
は
、
そ
の
前
提
に
当
然
給
付
危
険
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

債
権
者
の
負
担
と
な
る
こ
と
が
暗
黙
理
に
含
ま
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
か
。
し
か
し
、
対
価
危
険
の
債
務
者
負
担
の
際
に
は
、
給
付
危
険

が
債
務
者
に
負
担
さ
れ
る
の
か
債
権
者
に
負
担
さ
れ
る
の
か
は
ま
さ
に
「
立
法
政
策
」
の
問
題
で
あ
る
。
我
が
国
の
民
法
典
五
三
六
条
は

給
付
の
不
能
の
際
に
債
務
者
の
義
務
の
消
滅
　
　
給
付
危
険
の
債
務
者
負
担
　
　
を
前
提
に
、
反
対
給
付
義
務
の
消
滅
が
も
た
ら
さ
れ
る

と
い
う
意
味
で
の
対
価
危
険
の
債
務
者
負
担
を
定
め
て
い
る
た
め
、
給
付
危
険
問
題
も
五
三
六
条
の
枠
内
で
処
理
さ
れ
て
い
る
も
の
と
見

る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
来
、
五
三
六
条
が
定
め
る
の
は
飽
く
ま
で
対
価
危
険
の
問
題
で
あ
り
、
給
付
危
険
を
定
め

る
別
個
の
規
定
を
前
提
に
し
て
反
対
給
付
義
務
の
運
命
を
扱
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
五
三
六
条
が
双
務
契
約
に
固
有
の
規
定
で
あ
る

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
片
務
契
約
に
お
い
て
は
五
三
六
条
の
関
与
は
あ
り
え
ず
、
そ
こ
で
の
給
付
危
険
の
あ
り
方
は
当
然
に
は
帰
結
さ
れ
え

な
い
は
ず
で
あ
る
。
特
定
物
が
後
発
的
に
「
殿
損
」
し
た
場
合
に
、
尚
債
務
者
に
修
補
な
い
し
価
値
償
還
義
務
を
認
め
る
の
か
、
そ
れ
と

も
現
状
引
渡
で
足
り
る
と
す
る
の
か
、
こ
の
給
付
危
険
の
帰
趨
こ
そ
が
ま
さ
に
四
八
三
条
が
定
め
る
「
立
法
政
策
」
な
の
で
あ
る
。
従
っ

て
、
特
定
物
債
務
に
お
け
る
後
発
的
殿
損
の
場
合
の
給
付
危
険
が
債
権
者
に
よ
っ
て
負
担
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
四
八
三
条
を
根
拠
に
し
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（
4
5
）

て
始
め
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
結
局
、
四
八
三
条
は
、
特
定
物
が
後
発
的
に
被
る
全
て
の
変
化
を
対
象
と
し
、
北
川
教
授
が

説
か
れ
る
よ
う
に
「
目
的
物
の
同
一
性
を
失
わ
な
い
変
化
」
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
そ
う
し
た
「
目
的
物
の
同
一
性

を
失
わ
な
い
変
化
」
と
は
、
北
川
教
授
自
身
が
言
わ
れ
る
通
り
、
「
特
定
物
に
生
じ
た
変
化
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
特
定
物
の
提
供
が
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

効
な
弁
済
の
提
供
と
な
る
か
」
の
問
題
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
の
問
題
は
四
九
二
条
お
よ
び
四
九
三
条
に
お
い
て
評
価
さ
れ
る
べ
き

問
題
な
の
で
あ
る
。

売主暇疵担保責任と危険負担との関係（三）

　
③
　
小
　
括

　
種
類
債
務
の
特
定
に
よ
っ
て
給
付
危
険
が
債
務
者
か
ら
債
権
者
へ
と
移
転
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
特
定
の
本
質
的
効
果
で
あ
る
と
し
た
。

こ
の
こ
と
は
、
我
が
国
の
民
法
典
で
は
給
付
危
険
の
債
権
者
負
担
を
定
め
る
四
八
三
条
が
種
類
債
務
の
特
定
時
か
ら
適
用
さ
れ
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
勿
論
、
四
八
三
条
は
目
的
物
の
殿
損
の
ケ
ー
ス
の
み
を
対
象
と
し
て
お
り
、
目
的
物
が
滅
失
し
た
場
合
に
つ
い

て
は
直
接
関
係
し
な
い
。
旧
民
法
典
は
そ
の
財
産
編
五
三
九
条
に
特
定
物
債
務
の
際
の
目
的
物
の
滅
失
に
よ
る
債
務
の
消
滅
を
定
め
て
い

た
が
、
こ
の
規
定
が
現
行
民
法
典
に
は
直
接
引
き
継
が
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
、
目
的
物
の
滅
失
の
際
の
給
付
危
険
規
定
が
欠
落

す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
目
的
物
の
殿
損
と
滅
失
で
給
付
危
険
の
帰
趨
を
分
け
る
意
味
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
少
な
く

と
も
滅
失
の
際
に
給
付
危
険
が
債
務
者
に
、
殿
損
の
際
に
債
権
者
に
と
い
っ
た
給
付
危
険
の
振
り
分
け
に
合
理
性
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
寧

ろ
、
給
付
危
険
の
所
在
は
殿
損
の
ケ
ー
ス
が
問
題
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
場
合
に
債
権
者
負
担
を
定
め
れ
ば
滅
失
の
際
に
そ
の
原
理
を
覆
す

合
理
的
な
根
拠
が
見
出
さ
れ
な
い
限
り
、
当
然
給
付
危
険
は
債
権
者
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
目
的
物
の
滅
失
の
場
合
に

は
、
四
八
三
条
の
類
推
に
よ
っ
て
債
務
者
の
給
付
義
務
の
消
滅
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
債
務
の
消
滅

と
い
う
こ
の
結
果
自
体
は
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
現
行
の
対
価
危
険
規
定
を
基
礎
付
け
て
い
る
し
、
四
八
三
条
に
根
拠
を
求
め
る
か
否
か

　
　
　
　
（
4
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

は
別
と
し
て
、
学
説
上
も
争
い
は
な
い
。
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こ
の
よ
う
に
、
特
定
物
債
務
あ
る
い
は
種
類
債
務
の
特
定
後
に
は
給
付
危
険
が
債
権
者
に
移
転
す
る
こ
と
に
よ
り
、
目
的
物
の
殿
損

（
ま
た
は
滅
失
）
の
場
合
に
は
、
債
務
者
の
給
付
義
務
は
縮
減
（
ま
た
は
消
滅
）
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
四
八
三
条
は
定
め
て
い
る
と

解
す
る
場
合
に
は
、
先
述
し
た
今
日
の
多
く
の
学
説
が
危
惧
す
る
よ
う
に
、
他
の
諸
制
度
と
四
八
三
条
と
の
競
合
が
生
じ
う
る
。
先
に
見

た
通
り
、
対
価
危
険
負
担
制
度
と
の
競
合
は
、
四
八
三
条
が
対
価
危
険
制
度
の
前
提
と
な
る
給
付
危
険
の
帰
趨
を
定
め
て
い
る
こ
と
と
解

す
る
こ
と
で
問
題
は
生
じ
な
い
。
寧
ろ
問
題
と
な
る
の
は
、
売
主
の
蝦
疵
担
保
責
任
制
度
と
の
関
係
・
競
合
問
題
な
の
で
あ
る
。

　
時
と
し
て
、
鍛
疵
担
保
責
任
に
関
す
る
法
定
責
任
説
は
、
四
八
三
条
を
「
特
定
物
ド
グ
マ
」
の
根
拠
条
文
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
原
始
的
な
蝦
疵
が
あ
る
と
し
て
も
四
八
三
条
に
基
づ
い
て
、
売
主
は
引
き
渡
す
べ
き
時
の
状
態
で
目
的
物
を
引
き
渡
す
義
務
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

負
う
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
売
主
に
は
蝦
疵
の
な
い
目
的
物
を
引
き
渡
す
義
務
は
課
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
四
八
三

条
は
後
発
的
な
殿
損
に
関
す
る
現
状
引
渡
原
則
を
定
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
原
始
的
殿
損
な
い
し
蝦
疵
に
つ
い
て
は
何
ら
関
係
し
な
い
。

原
始
的
蝦
疵
が
あ
る
場
合
に
債
務
者
が
そ
の
蝦
疵
を
修
補
し
て
合
意
に
適
っ
た
目
的
物
を
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
れ
と

も
蝦
疵
あ
る
ま
ま
で
引
き
渡
せ
ば
債
務
は
履
行
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、
四
八
三
条
は
何
ら
の
規
範
的
命
令
も
下
し
て
は
い
な
い
の
で
あ

（
5
1
）る

。
　
あ
る
い
は
時
と
し
て
、
蝦
疵
担
保
責
任
に
関
す
る
債
務
不
履
行
責
任
説
の
中
に
は
、
「
引
渡
時
危
険
移
転
説
に
従
う
場
合
に
は
、
引
渡

時
ま
で
は
売
主
が
危
険
を
負
担
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
時
ま
で
に
生
じ
た
目
的
物
の
蝦
疵
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
買
主
に
帰
責
事
由
が

あ
る
場
合
を
除
き
、
売
主
の
帰
責
事
由
の
有
無
を
問
わ
ず
売
主
が
そ
の
損
失
を
負
担
す
る
。
…
…
し
た
が
っ
て
引
渡
時
危
険
移
転
説
の
下

で
は
原
始
的
蝦
疵
か
後
発
的
鍛
疵
か
を
問
う
こ
と
な
し
に
売
主
が
環
疵
担
保
責
任
を
負
う
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
の
主
張
が
見
出
さ
れ

（
5
2
）る

。
売
主
に
あ
る
べ
き
給
付
義
務
を
認
め
、
蝦
疵
あ
る
目
的
物
の
引
渡
が
債
務
不
履
行
を
構
成
し
、
買
主
に
は
蝦
疵
担
保
責
任
の
追
及
と

と
も
に
完
全
履
行
請
求
権
も
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
後
発
的
殿
損
に
つ
い
て
も
完
全
履
行
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
売

主
は
目
的
物
の
殿
損
を
修
補
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
と
な
る
。
な
る
ほ
ど
、
そ
う
し
た
殿
損
に
つ
い
て
の
損
失
自
体
は
買
主
に
転
嫁
で
き
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な
い
た
め
、
最
終
的
に
債
務
者
で
あ
る
売
主
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
り
、
対
価
危
険
は
債
務
者
が
負
担
す
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
危
険
負
担
原
則
か
ら
す
れ
ば
、
我
が
国
の
民
法
典
は
後
発
的
殿
損
に
関
し
て
四
八
三
条
が
現
状
引
渡
原
則
を
定
め
る
以
上
、

対
価
危
険
の
債
務
者
負
担
と
い
う
対
価
危
険
の
帰
趨
自
体
に
は
差
異
が
な
く
と
も
、
給
付
危
険
の
帰
趨
が
全
く
異
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
完
全
履
行
請
求
権
を
認
め
る
限
り
給
付
危
険
は
債
務
者
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
給
付
危
険
の
債
権
者
負
担
を
定
め
る
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）
（
5
4
）

八
三
条
と
矛
盾
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
四
八
三
条
の
現
状
引
渡
原
理
は
後
発
的
殿
損
に
関
し
て
債
務
者
の
完
全
履
行
請
求
権
と
矛
盾
す
る
と
い
う
点
で
、
不
完

全
履
行
理
論
に
お
い
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
し
て
、
種
類
債
務
に
お
い
て
、
一
方
で
鍛
疵
あ
る
物
の
引
渡

が
原
則
と
し
て
売
主
の
不
完
全
履
行
を
意
味
し
、
他
方
で
種
類
債
務
の
特
定
後
に
は
四
八
三
条
の
適
用
が
あ
る
と
の
私
見
に
立
て
ば
、
瑠

疵
あ
る
目
的
物
の
給
付
に
よ
っ
て
種
類
債
務
は
特
定
す
る
の
か
、
特
定
す
る
と
す
れ
ば
不
完
全
履
行
理
論
と
四
八
三
条
は
ど
の
よ
う
に
整

合
的
に
解
釈
で
き
る
の
か
が
問
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

売主暇疵担保責任と危険負担との関係（三）

（
1
）
　
給
付
危
険
の
債
権
者
負
担
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
＜
o
房
震
国
ζ
言
男
8
ヌ
U
器
寄
9
け
3
『
冨
一
ω
盲
畠
詔
δ
≡
ロ
α
q
。
P
o
。
＞
段
一
」
8
ド
ζ
O
－

　
8
冨
P
㎝
O
自
一
一
ψ
。
。
傘
ゆ
》
房
鼠
号
O
霞
自
曽
＝
ω
一
勾
①
。
三
玖
o
眞
2
σ
8
二
目
壼
き
閃
冨
一
〇
8
魯
曄
富
閃
三
区
一
お
。
霧
＆
歪
コ
α
q
雪
ぎ
ω
魯
三
身
①
『
帯

諾
聲
」
。
。
。
ン
竃
雪
。
冨
P
o
o
●
鐸
さ
ら
に
、
第
一
章
注
（
4
）
参
照
。

（
2
）
　
種
類
債
務
に
お
け
る
給
付
義
務
の
存
続
、
す
な
わ
ち
「
種
類
は
滅
失
せ
ず
（
鴨
目
ω
冨
昌
①
8
昌
8
霧
o
け
巽
）
」
を
定
め
る
の
が
二
七
九
条
で

　
あ
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
第
三
節
参
照
。

（
3
）
≦
葺
段
国
召
些
＼
○
巨
≦
男
護
界
＝
き
爵
o
ヨ
ヨ
8
冨
『
臣
ヨ
ω
。
O
●
ω
。
璽
。
》
亀
」
這
。
G。
一
ζ
O
昌
象
Φ
『
勧
譜
。
。
』
α
2
こ
ω
博
ω
。
置
9
＝
き
ω
↓
ぎ
－

　
o
α
o
『
ω
o
男
o
曽
＼
（
o
一
凝
き
閃
oo
一
田
男
↓
＼
＞
ヨ
象
↓
田
畠
ζ
＞
z
客
ω
b
。
切
‘
一
ト
o
》
段
一
●
」
O
O
ρ
ω
ε
辞
窓
旨
＼
ω
①
『
一
ぎ
＼
国
α
一
P
伽
N
＆
噂
力
α
Z
こ
一
．
ω
・

　ミ

ρ
＜
○
涛
段
野
ま
男
8
＝
し
≦
ぎ
。
げ
8
0
『
訳
o
ヨ
ヨ
①
三
震
る
》
9
一
‘
お
。
倉
ζ
雪
9
Φ
昌
）
㎝
曽
も。
、
力
α
Z
＆
。
。
－
の
．
N
。
o
。
噛
ミ
ロ
一
け
R
国
幻
冨
窪
＼
矩
一
一
・

　
『
①
耳
ω
舅
ぎ
霞
き
鼻
○
目
日
。
三
弩
目
ヨ
甲
9
ω
●
㌔
》
鳳
一
。
」
。
。
。
廿
ζ
言
里
2
総
＆
一
力
α
Z
こ
ρ
¢
器
卜
。
し
急
5
＜
o
昌
ω
掌
8
壱
o
男
＼
U
一
9
段

　
】
≦
国
0
8
q
9
内
O
ヨ
日
〇
三
震
N
⊆
巳
ω
。
9
切
‘
誌
＞
＝
隔
一
‘
一
〇
〇〇
〇
〇
一
ω
震
＝
P
㎝
腫
OO
噂
力
α
Z
づ
ω
O
O
噛
の
。
一
P

（
4
）
　
こ
の
経
緯
に
関
し
て
は
、
第
二
章
注
（
8
2
）
（
8
3
）
お
よ
び
該
当
本
文
参
照
。
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（
5
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
注
（
8
）
参
照
。
勿
論
、
目
的
物
の
滅
失
と
い
う
「
危
険
」
自
体
は
分
離
し
え
な
い
一
つ
の
事
実
で
あ
る
が
、

危
険
負
担
に
お
け
る
「
危
険
」
概
念
と
は
、
目
的
物
の
滅
失
と
い
う
事
態
で
は
な
く
そ
の
「
損
失
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
「
損
失
」
分
担

　
の
あ
り
か
た
を
巡
っ
て
便
宜
的
な
整
理
概
念
と
し
て
二
つ
の
「
危
険
」
概
念
が
用
い
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
「
危
険
」
概
念
に

　
つ
い
て
は
、
既
に
古
く
に
指
摘
が
あ
る
。
津
田
利
治
H
内
池
慶
四
郎
編
著
・
神
戸
寅
次
郎
民
法
講
義
（
慶
慮
義
塾
大
学
出
版
会
・
平
成
八
年
）
三
四

　
二
頁
参
照
。

（
6
）
　
国
言
竃
男
一
畠
り
p
鋭
ρ
（
Z
o
け
。
ω
）
勧
曽
9
カ
α
Z
る
o。
量
ψ
⑦
ω
㎝
R

（
7
）
ド
イ
ッ
民
法
典
三
二
三
条
一
項

　
　
双
務
契
約
の
当
事
者
の
一
方
は
、
自
己
が
負
担
す
る
給
付
が
当
事
者
の
い
ず
れ
の
責
め
に
も
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
事
由
に
よ
り
不
能
と
な
る
と
き
は
、

　
そ
の
反
対
給
付
請
求
権
を
失
う
“
一
部
不
能
の
と
き
に
は
、
反
対
給
付
は
、
第
四
七
二
条
及
び
四
七
三
条
に
よ
り
減
少
す
る
。

　
（
椿
寿
夫
匹
右
近
健
男
編
〔
右
近
〕
ド
イ
ッ
債
権
法
総
論
（
日
本
評
論
社
・
昭
和
六
三
年
）
二
一
七
頁
）
。

（
8
）
　
ド
イ
ッ
民
法
典
二
七
〇
条
一
項

　
　
債
務
者
は
、
疑
わ
し
い
と
き
は
、
自
己
の
危
険
と
費
用
と
に
基
づ
き
債
権
者
の
住
所
へ
送
金
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
椿
目
右
近
編
〔
右
近
〕
前
出
注
（
7
）
二
一
七
頁
）
。

（
9
）
　
例
え
ば
、
≦
巴
一
震
国
閑
竃
＞
7
曽
α
窪
力
9
『
一
窪
α
8
ω
呂
畠
蚕
鼠
震
ω
き
ω
ζ
ぎ
α
q
①
ヨ
α
①
『
留
9
ρ
盲
‘
一
霧
ρ
ω
蕊
戸
≦
巴
け
巽

　
国
勾
ζ
＞
z
＼
＝
①
『
ヨ
餌
昌
毛
田
望
＞
d
男
出
き
爵
o
ヨ
ヨ
〇
三
巽
N
仁
ヨ
ω
。
P
ω
㌔
＞
鼠
r
一
。
。。
ど
ζ
言
ω
8
き
＜
o
『
㈱
臨
。
菊
α
写
」
S
ω
9
一
。
ω
9
国
畠
魯
∪
一
①
－

　
三
3
0
召
畠
．
∪
一
。
ヨ
目
α
q
Φ
一
h
邑
①
口
①
h
Φ
毎
畠
げ
①
巨
国
窪
隔
σ
①
（
①
ひ
q
一
一
昌
R
留
。
冨
p
一
8
倉
コ
の
置
Φ
一
σ
R
四
〇〇
。
N
ミ
F
N
o。
o。
。

（
1
0
）
　
債
務
者
の
価
値
償
還
義
務
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
給
付
不
当
利
得
に
お
け
る
返
還
関
係
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。
双
務
契
約
の
履
行
後

　
に
無
効
・
取
消
・
解
除
が
な
さ
れ
た
場
合
に
目
的
物
の
返
還
債
務
者
に
と
っ
て
目
的
物
の
不
可
抗
力
の
滅
失
に
よ
り
返
還
不
能
と
な
る
場
合
、
そ
の

　
物
の
返
還
債
務
者
と
反
対
給
付
の
返
還
債
務
者
の
双
方
の
債
務
が
「
事
実
的
牽
連
関
係
」
に
立
つ
と
す
れ
ば
、
目
的
物
の
返
還
義
務
が
そ
の
滅
失
に

　
よ
っ
て
消
滅
す
る
た
め
、
反
対
給
付
返
還
債
務
の
履
行
の
み
を
認
め
る
と
す
る
の
は
、
実
質
的
に
危
険
負
担
に
つ
い
て
債
権
者
主
義
を
意
味
す
る
こ

　
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
「
事
実
的
牽
連
関
係
」
を
貫
徹
す
る
た
め
に
は
、
そ
う
し
た
場
合
に
反
対
給
付
義
務
を
否
定
す
る
か
、
あ
る
い
は
目
的
物
の

　
価
値
を
債
務
者
に
償
還
さ
せ
る
こ
と
で
調
整
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
に
関
し
て
は
、
我
妻
榮
・
債
権
各
論
下
巻
一
（
民

　
法
講
義
V
4
）
（
岩
波
書
店
・
昭
和
四
七
年
）
　
一
〇
八
九
頁
以
下
、
川
村
泰
啓
・
商
品
交
換
法
の
体
系
1
（
勤
草
書
房
・
昭
和
四
七
年
）
二
七
六
頁

　
以
下
、
松
坂
佐
一
・
事
務
管
理
・
不
当
利
得
〔
新
版
）
（
有
斐
閣
・
昭
和
四
八
年
）
二
二
五
頁
以
下
、
四
宮
和
夫
・
事
務
管
理
・
不
当
利
得
（
青
林

　
書
院
・
昭
和
五
六
年
）
一
三
三
頁
以
下
、
好
美
清
光
「
契
約
の
解
除
の
効
力
1
と
り
わ
け
双
務
契
約
を
中
心
と
し
て
i
」
遠
藤
浩
”
林
良
平
U
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売主暇疵担保責任と危険負担との関係（三）

　
水
本
浩
編
・
現
代
契
約
法
大
系
・
第
二
巻
（
有
斐
閣
・
昭
和
五
九
年
）
一
八
二
・
一
八
三
頁
、
本
田
純
一
「
民
法
五
四
八
条
の
系
譜
的
考
察
（
上
）

　
（
下
）
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
五
六
号
（
昭
和
六
〇
年
）
一
六
頁
以
下
、
五
五
七
号
三
四
頁
以
下
、
同
「
無
効
な
双
務
契
約
の
清
算
と
不
当
利
得
」
判
例

　
タ
イ
ム
ズ
五
五
八
号
（
昭
和
六
〇
年
）
一
九
頁
以
下
、
加
藤
雅
信
・
財
産
法
の
体
系
と
不
当
利
得
法
の
構
造
（
有
斐
閣
・
昭
和
六
一
年
）
四
四
九
頁

　
以
下
、
山
田
幸
二
・
現
代
不
当
利
得
法
の
研
究
（
創
文
社
・
平
成
元
年
）
一
三
三
頁
以
下
、
澤
井
裕
・
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・

　
不
法
行
為
（
有
斐
閣
・
平
成
五
年
）
三
〇
頁
以
下
、
三
四
頁
以
下
、
小
野
秀
誠
「
清
算
関
係
に
お
け
る
危
険
負
担
（
一
）
」
一
橋
大
学
法
学
研
究
二

　
二
号
（
平
成
三
年
）
三
七
頁
以
下
、
同
「
危
険
負
担
と
返
還
関
係
」
一
橋
大
学
法
学
研
究
二
三
号
（
平
成
四
年
）
四
一
頁
以
下
、
河
上
正
二
「
契
約

　
の
無
効
・
取
消
と
解
除
（
そ
の
2
）
」
法
学
教
室
一
六
〇
号
（
平
成
六
年
）
七
五
・
七
六
頁
、
鈴
木
禄
弥
・
債
権
法
講
義
（
創
文
社
・
平
成
七
年
）

　
六
九
九
頁
以
下
等
を
参
照
。
そ
こ
で
言
わ
れ
る
価
値
償
還
義
務
な
い
し
価
値
賠
償
義
務
は
、
目
的
物
の
返
還
義
務
の
「
変
形
」
で
あ
り
、
債
務
者
の

本
来
の
給
付
義
務
の
存
続
を
認
め
る
法
技
術
な
の
で
あ
っ
て
、
売
買
契
約
で
あ
れ
ば
、
買
主
の
目
的
物
返
還
債
務
は
目
的
物
の
滅
失
に
よ
っ
て
実
質

的
な
変
更
を
被
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
す
な
わ
ち
目
的
物
の
返
還
義
務
に
つ
い
て
買
主
が
給
付
危
険
を
負
担
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と

　
と
な
ろ
う
。

（
1
1
）
　
尚
、
エ
ッ
サ
ー
“
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
債
務
者
が
損
害
賠
償
義
務
を
負
担
す
る
こ
と
を
も
債
務
者
が
給
付
危
険
を
負
担
す
る
も
の
と
理
解
す
る
。

＼
田
冨
ω
畠
召
g
サ
ω
9
三
身
①
。
算
ω
α
ト
↓
①
＝
冨
呂
N
』
》
⊆
一
一
●
」
8
ω
噛
＝
o
こ
①
一
げ
Φ
粛
一
伽
認
＜
一
あ
●
一
α
●

（
1
2
）
　
勿
論
、
こ
う
し
た
モ
デ
ル
③
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
殊
更
対
価
危
険
の
債
務
者
主
義
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は

　
両
危
険
の
帰
趨
に
つ
い
て
の
論
理
的
な
可
能
性
を
検
討
し
て
い
る
た
め
、
敢
え
て
対
価
危
険
の
債
務
者
負
担
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
1
3
）
O
雪
け
震
＝
＞
o
男
）
U
一
①
O
Φ
富
ぼ
貸
畠
琶
に
げ
。
§
区
鋤
旦
国
一
需
お
9
富
＜
①
鑛
一
Φ
一
9
①
ロ
ユ
o
q
三
①
あ
仁
。
ゴ
畠
」
。
o。
卜
。
一
写
き
ζ
ξ
3
ヨ
ζ
巴
P

　
oo
・
認
㎝
。

（
M
）
　
寓
き
ω
↓
げ
8
α
o
『
ω
o
男
o
曽
＼
詣
o
罵
窓
お
ω
目
田
胃
＼
¢
ヨ
魯
＝
q
田
7
甲
O
．
ω
‘
誌
＞
三
一
‘
一
。
。
一
噛
ω
一
三
一
σ
q
m
昌
＼
ω
震
言
＼
内
α
一
p
＜
o
島
匙
9

　
即
位
2
づ
P
ω
●
9
P
ヴ
ェ
ス
タ
ー
マ
ン
も
、
「
対
価
危
険
の
問
題
は
、
給
付
義
務
が
消
滅
し
て
初
め
て
現
れ
る
」
と
し
て
、
モ
デ
ル
④
の
可
能
性
を
否

　定する。

＝
貰
ヨ
℃
9
巽
毛
田
↓
男
蜜
塗
7
0
①
鼠
耳
毒
α
O
Φ
富
ぼ
ロ
冨
菌
き
α
q
冒
ω
9
三
身
8
算
噂
旨
＞
‘
一
。
刈
。
。
あ
眞
o
。
P
同
様
に
、
ピ
ω
9
国
霧
男
＼

田
ロ
ω
－
い
①
。
（
竃
男
ω
・
ω
。
ゴ
一
ユ
§
ヌ
田
。
ド
刈
》
仁
胤
一
」
。
。
一
記
。
一
α
①
一
σ
Φ
茜
㈱
㎝
宅
8
。。
き
葛
の
ω
男
＼
ω
。
霞
目
卜
鉾
P
（
Z
。
一
。
＝
y
㎝
N
N
語
一
。。
．

　
一
。
。
●
国
言
竃
男
一
畠
噛
p
m
9
ρ
（
Z
o
け
o
一
）
砺
O
日
ド
ω
●
o。
㎝
。

（
1
5
）
　
ω
o
男
o
曽
＼
ω
一
臣
男
↓
＼
＝
畠
男
一
鉾
鉾
○
●
（
Z
o
一
Φ
一
“
y
＜
o
島
魔
9
カ
α
Z
5
P
ω
勧
謁
●

（
1
6
）
　
ω
o
男
o
響
＼
o
o
田
田
召
＼
＝
畠
男
一
鉾
鉾
ρ
（
Z
o
け
o
置
y
＜
o
島
匙
ρ
幻
α
Z
鳥
戸
ω
加
O
一
．

　
　
　
　
　
　
　

（
1
7
）
　
前
章
注
（
1
6
）
参
照
。
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（
1
8
）
　
ω
o
男
爵
ミ
の
田
田
召
＼
＝
畠
男
』
φ
ρ
（
Z
o
8
＝
y
＜
o
島
“
“
ρ
刀
α
Z
蕊
あ
鵠
監
こ
こ
で
、
「
給
付
危
険
」
と
「
調
達
危
険
」
と
い
う
二
つ

　
の
「
危
険
」
概
念
が
現
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
危
険
概
念
に
つ
い
て
は
ド
イ
ッ
で
も
明
確
に
峻
別
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
ヘ
ン

　
ス
ラ
ー
は
、
債
務
者
が
給
付
危
険
な
い
し
調
達
危
険
を
負
担
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
危
険
が
「
不
能
の
限
度
ま
で
支
出
危
険
、
す
な
わ
ち

無
駄
と
な
る
支
出
の
危
険
へ
と
転
化
す
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
と
説
く
（
ζ
貰
け
ヨ
＝
髪
の
曽
男
劾
邑
ぎ
巴
ω
＜
震
霞
お
詔
①
凶
窪
ω
訂
＆
」
8
倉
↓
空

げ
ヨ
α
q
Φ
P
o
o
旺
）
。
目
的
物
が
滅
失
し
て
も
尚
債
務
者
が
引
渡
債
務
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
、
要
す
る
に
新
た
に
債
務
の
履
行
の
た
め
に
供
さ
れ
る

目
的
物
の
準
備
に
要
す
る
支
出
が
債
務
者
の
負
担
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
コ
ラ
ー
は
、
端
的
に
給
付
危
険
な
い
し
調
達
危

険
が
「
出
費
の
増
加
危
険
（
＞
段
≦
き
房
①
旨
窪
琶
α
Q
。
。
旨
篤
o
）
」
を
意
味
す
る
と
説
く
の
で
あ
る
（
一
漏
o
囚
0
9
男
一
∪
一
。
霞
ω
詩
o
窪
お
9
目
轟

げ
①
一
＜
①
旨
醤
α
q
器
a
ε
畠
雰
ヨ
》
5
一
き
ω
魯
＜
①
旨
＆
α
q
Φ
P
一
。
刈
P
ζ
量
9
①
P
望
R
）
。
従
っ
て
、
両
「
危
険
」
概
念
が
債
務
者
の
損
失
と
し
て
現

　
れ
る
局
面
で
は
同
様
に
扱
わ
れ
う
る
の
も
肯
首
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
調
達
危
険
は
調
達
債
務
に
固
有
の
危
険
概
念
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
給
付

危
険
と
は
別
個
の
概
念
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
在
庫
債
務
に
お
い
て
、
債
務
者
は
種
類
債
務
者
と
し
て
給
付
危
険
を
負
担
す
る
が
、
調
達
危
険
は
負

担
し
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
特
定
物
債
務
で
は
債
務
者
は
給
付
危
険
を
負
担
し
な
い
が
、
調
達
危
険
を
負
担
す
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
う
る
。
こ
の

　点に

つ
い
て
は
、
国
ω
ω
男
＼
ω
窪
≡
冒
、
9
鉾
ρ
（
Z
g
o
＝
y
ゆ
旨
＜
ρ
ω
」
ρ

（
1
9
）
　
前
出
注
（
1
2
）
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
対
価
危
険
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
殊
更
債
務
者
主
義
と
は
呼
ば
れ
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
債
務
者
が
給
付

危
険
を
負
担
す
る
限
り
債
権
者
が
対
価
危
険
を
負
担
し
え
な
い
と
の
考
え
方
が
当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
論
理
的
に
は
、
こ
う
し
た
危
険
負
担
の
あ
り
方
も
対
価
危
険
の
債
務
者
負
担
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
考
方

法
を
危
険
負
担
の
理
解
に
導
入
す
る
試
み
と
し
て
、
石
田
教
授
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。
「
売
主
の
帰
責
事
由
な
し
に
履
行
不
能
を
生
じ
た

　
と
き
で
も
、
売
主
に
は
完
全
給
付
義
務
が
あ
る
た
め
、
そ
の
給
付
を
金
銭
に
評
価
し
て
支
払
う
べ
き
債
務
（
填
補
賠
償
義
務
に
均
し
い
）
が
、
売
主

　
に
は
存
在
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
売
主
は
代
金
相
当
額
の
金
銭
を
、
買
主
は
売
主
に
代
金
を
支
払
う
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
で
は
売
買
契
約
を
存
続
さ

　
せ
て
も
無
意
義
で
あ
る
た
め
、
こ
と
を
危
険
負
担
の
問
題
と
し
て
扱
う
こ
と
に
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
す
る
」
と
し
て
、
そ
の
原
理
か
ら
危

　
険
負
担
の
債
務
者
主
義
の
合
理
性
を
説
か
れ
て
い
る
（
石
田
喜
久
男
「
断
簡
売
主
暇
疵
担
保
責
任
」
神
戸
法
学
年
報
五
号
（
平
成
元
年
）
一
八
七
・

　
一
八
八
頁
）
。

（
2
0
）
現
行
民
法
典
四
八
三
条
の
フ
ラ
ン
ス
法
か
ら
の
沿
革
を
扱
う
も
の
と
し
て
、
川
村
・
前
出
注
（
1
0
）
二
四
八
頁
注
（
1
）
、
前
田
敦
「
特
定
物

　
債
務
の
現
状
引
渡
と
危
険
負
担
ー
立
法
沿
革
か
ら
考
察
し
た
民
法
四
八
三
条
1
」
法
学
政
治
学
論
究
二
四
号
（
平
成
七
年
）
三
八
五
頁
以
下
。

（
2
1
）
O
⊆
ω
雷
＜
①
ω
o
一
ω
ω
○
顎
u
p
ギ
o
一
①
け
ユ
Φ
8
号
。
三
ぎ
○
ξ
一
．
国
ヨ
℃
ぎ
9
一
昌
8
碧
8
ヨ
B
讐
ひ
α
ゴ
ロ
8
日
ヨ
。
三
魯
ρ
轟
謡
日
。
8
‘

　
一
c
Q
O
Q
ω
一
↓
O
一
ハ
一
〇
噛
門
二
』
【
＝
①
『
○
“
刈
ω
噛
℃
。
㎝
一
co
。
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（
2
2
）
ω
o
一
の
。
。
o
z
＞
o
戸
8
●
。
一
久
コ
o
冨
曽
y
崖
ヨ
①
3
一
。
。
9
署
」
島
。
一
一
ミ
。

（
2
3
）
　
ω
9
器
o
顎
田
る
p
。
F
（
ロ
9
0
曽
）
も
⊆
∋
震
8
お
o
。
9
置
ρ
℃
P
辰
o
。
卑
＝
。
■
尚
、
フ
ラ
ン
ス
法
か
ら
旧
民
法
を
介
し
て
現
行
民
法
の
危
険

負
担
制
度
を
扱
う
も
の
と
し
て
、
前
田
敦
「
特
定
物
売
買
に
お
け
る
所
有
者
主
義
の
危
険
負
担
ー
フ
ラ
ン
ス
法
か
ら
の
示
唆
1
」
法
学
政
治
学

　
論
究
二
〇
号
（
平
成
六
年
）
四
六
七
頁
以
下
。

（
2
4
）

（
2
5
）

（
2
6
）

（
2
7
）

（
2
8
）

（
2
9
）

　
に
定
め
て
い
る
。

債
務
者
の
引
渡
義
務
の
存
続
に
は
そ
う
し
た
準
備
さ
れ
た
目
的
物
の
滅
失
は
影
響
し
な
い
が
、

　
あ
る
い
は
、

加
え
て
い
る
の
で
あ
る
Q
ω
9
霧
o
暴
鼻
O
P
。
搾
（
8
け
①
曽
y
崖
ヨ
R
o
①
呂
も
℃
●
認
ω
。
訂
三
＜
。

（
3
0
）
　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
債
務
者
が
目
的
物
を
修
補
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
賠
償
を
事
務
管
理
の
原
則
に
従
っ
て
、
債
権
者
に
求
め
る
こ
と
が
で
き

　
る
こ
と
を
草
案
四
八
三
条
二
項
に
定
め
て
い
る
。
仮
に
、
そ
う
し
た
目
的
物
の
修
補
を
債
務
者
に
義
務
づ
け
そ
の
賠
償
を
債
権
者
に
求
め
え
な
い
と

　
す
れ
ば
、
そ
れ
は
給
付
危
険
も
対
価
危
険
も
債
務
者
が
負
担
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
草
案
は
所
有
権
者
主
義
に
基
づ
い
て
債
権
者
に
対

　
価
危
険
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
た
め
、
そ
う
し
た
解
決
方
法
は
採
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
債
務
者
に
給
付
危
険
を
負
担

　
さ
せ
、
対
価
危
険
を
債
権
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
で
対
価
危
険
の
原
則
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
れ
ば
債
務
者
は
修
補
に
要
し
た
費
用
の
償
還
を
債
権
者

　
に
求
め
る
こ
と
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
少
な
く
と
も
ド
イ
ッ
で
は
危
険
負
担
原
理
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
両
危
険
の
組

　
ω
o
一
ω
の
o
z
＞
目
”
o
P
o
一
只
目
0
8
曽
）
も
仁
ヨ
①
3
ミ
o。
も
。
㎝
一
〇
・

　
切
o
国
ω
ω
o
z
》
o
卸
8
●
o
一
只
コ
〇
一
〇
曽
）
も
⊆
日
段
o
ミ
ω
も
●
蟄
O
’

　
一
W
o
一
ω
の
o
曇
∪
鉾
8
、
鼻
。
（
⇒
o
ε
曽
y
目
ヨ
①
同
o
ミ
“
も
℃
●
望
O
g
認
O
●

　
切
9
ω
ω
o
z
＞
目
｝
o
P
9
一
。
（
コ
○
富
曽
）
も
⊆
日
①
3
一
ω
O
も
●
＝
o。
。

　
ω
o
國
ω
ω
o
z
＞
冨
、
O
P
息
け
。
（
＝
0
8
曽
y
ロ
仁
ヨ
①
δ
一
ω
O
も
●
一
“
0
9

　
草
案
財
産
編
五
六
一
条

　
　
　
債
務
が
特
定
物
の
引
渡
を
目
的
と
し
、
債
務
者
の
フ
ォ
ー
ト
な
く
し
て
且
つ
債
務
者
が
遅
滞
と
な
る
前
に
、
目
的
物
が
滅
失
し
又
は
取
引

　
　
か
ら
姿
を
消
し
た
場
合
に
は
、
債
務
は
消
滅
す
る
。
債
務
が
、
一
定
の
物
の
全
て
の
中
か
ら
選
択
さ
れ
る
べ
き
物
を
目
的
と
し
、
全
て
の
引

　
　
渡
が
不
能
と
な
る
場
合
に
も
、
同
様
で
あ
る
。

　
　
　
為
す
債
務
又
は
為
さ
ざ
る
債
務
も
、
そ
の
履
行
又
は
不
作
為
が
同
じ
要
件
の
下
で
不
能
と
な
る
場
合
に
、
同
様
で
あ
る
。

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
三
〇
二
条
に
倣
っ
て
、
特
定
物
債
務
に
お
け
る
目
的
物
の
滅
失
に
よ
る
引
渡
債
務
の
当
然
消
滅
を
こ
こ

　
　
　
　
　
　
そ
れ
に
加
え
て
、
種
類
債
務
の
場
合
に
も
債
権
者
の
関
与
し
な
い
債
務
者
の
給
付
準
備
行
為
は
特
定
と
は
評
価
さ
れ
ず
、
従
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
種
類
全
体
が
取
引
の
外
に
置
か
れ
た
よ
う
な
場
合
や
、

　
　
　
　
制
限
種
類
債
務
に
お
け
る
制
限
さ
れ
た
種
類
物
の
全
部
滅
失
の
場
合
に
、
例
外
的
に
債
務
者
を
引
渡
義
務
か
ら
解
放
す
る
こ
と
を
付
け
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み
合
わ
せ
と
な
る
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
給
付
危
険
も
対
価
危
険
も
債
権
者
に
負
担
さ
せ
る
の
を
原
則
と
し
な
が
ら
、
債
務
者
が
任
意
に
目
的
物
を
修

補
し
た
場
合
に
そ
う
し
た
危
険
の
債
権
者
へ
の
転
嫁
を
二
項
で
認
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
例
外
的
な
扱
い
で
は
あ
る
が
給
付
危
険
債
務
者
負
担
・
対

価
危
険
債
権
者
負
担
の
危
険
の
帰
趨
原
理
を
認
め
つ
つ
、
草
案
の
体
系
的
な
整
合
性
を
図
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
3
1
）
　
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
二
（
商
事
法
務
研
究
会
・
昭
和
五
九
年
）
九
七
五
頁
。

（
3
2
）
　
梅
謙
次
郎
・
民
法
要
義
・
巻
之
三
（
明
法
堂
・
和
仏
法
律
学
校
・
明
治
三
〇
年
）
（
信
山
社
・
平
成
四
年
復
刻
）
二
五
〇
・
二
五
一
頁
。

（
3
3
）
梅
謙
次
郎
・
前
出
注
（
32
）
二
五
〇
・
二
五
一
頁
。
し
か
し
、
目
的
物
に
果
実
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
果
実
が
目
的
物
と
は
別
個
の
物
で
あ
る

以
上
、
債
務
者
に
帰
属
す
る
と
い
う
限
り
で
、
梅
説
に
反
対
す
る
見
解
も
あ
る
。
我
妻
榮
・
債
権
総
論
（
民
法
講
義
W
）
（
岩
波
書
店
・
昭
和
三
九

年
）
二
七
・
二
八
頁
。

（
34
）
　
於
保
不
二
雄
・
債
権
総
論
（
有
斐
閣
・
昭
和
四
七
年
）
三
六
一
頁
、
同
旨
、
平
井
宜
雄
・
債
権
総
論
（
弘
文
堂
・
昭
和
六
〇
年
）
一
二
八
頁
、

奥
田
昌
道
・
債
権
総
論
（
悠
々
社
・
平
成
四
年
）
三
八
頁
、
平
野
裕
之
・
債
権
総
論
（
信
山
社
・
平
成
七
年
）
一
二
頁
。

（
3
5
）

（
3
6
）

（
3
7
）

（
3
8
）

（
3
9
）支

持
す
る
の
は
、

（
4
0
）

（
4
1
）

（
4
2
）

（
4
3
）

　
っ
て
履
行
不
能
と
な
っ
て
消
滅
し
た
場
合
に
は
、

　
（
我
妻
榮
・
債
権
各
論
・
上
巻

結
後
に
、

　
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
」

（
4
4
）

奥
田
・
前
出
注
（
34
）
三
八
頁
。

林
良
平
目
石
田
喜
久
夫
1
1
高
木
多
喜
男
〔
石
田
〕
債
権
総
論
（
青
林
書
院
・
昭
和
五
七
年
）
二
〇
七
頁
。

平
井
・
前
出
注
（
34
）
一
二
八
頁
。

磯
村
哲
編
〔
北
川
善
太
郎
〕
注
釈
民
法
（
1
2
）
（
有
斐
閣
・
昭
和
四
五
年
）
一
六
六
・
一
六
七
頁
。

磯
村
編
〔
北
川
〕
前
出
注
（
38
）
一
六
七
頁
、
北
川
善
太
郎
・
債
権
総
論
（
民
法
講
要
皿
）
（
有
斐
閣
・
平
成
五
年
）
三
七
頁
。
こ
の
見
解
を

　
　
　
　
　
林
u
石
田
11
高
木
〔
石
田
〕
前
出
注
（
3
6
）
二
〇
七
頁
、
前
田
達
明
・
口
述
債
権
総
論
（
成
文
堂
・
昭
和
六
二
年
）
三
五
頁
。

谷
口
知
平
編
〔
甲
斐
道
太
郎
〕
注
釈
民
法
（
1
3
）
（
有
斐
閣
・
昭
和
四
一
年
）
二
八
四
頁
。

谷
口
編
〔
甲
斐
〕
前
出
注
（
4
0
）
二
九
三
頁
。

北
川
・
債
権
総
論
・
前
出
注
（
3
9
）
三
六
頁
。
北
川
教
授
は
、
こ
う
し
た
考
え
方
が
通
説
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
我
妻
博
士
は
、
「
双
務
契
約
の
各
債
務
が
完
全
に
履
行
さ
れ
る
前
に
、
　
一
つ
の
債
務
が
債
務
者
の
責
に
飼
す
べ
か
ら
ざ
る
事
由
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
他
の
債
務
は
、
い
か
な
る
影
響
を
受
け
る
か
」
と
い
う
問
題
を
危
険
負
担
の
問
題
と
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
民
法
講
義
V
1
）
（
岩
波
書
店
・
昭
和
二
九
年
）
八
五
頁
）
。
石
田
助
教
授
も
、
「
危
険
負
担
と
は
、
双
務
契
約
の
締

　
　
当
事
者
の
一
方
の
債
務
が
同
人
の
責
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
事
由
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
場
合
に
他
方
当
事
者
の
債
務
の
運
命
は
ど
う
な
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
と
定
義
さ
れ
て
い
る
（
石
田
穣
・
民
法
V
（
契
約
法
）
（
青
林
書
院
・
昭
和
五
七
年
）
五
七
頁
）
。

し
か
し
、
旧
民
法
で
は
、
一
定
の
範
囲
で
そ
う
し
た
対
価
危
険
の
制
度
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
出
注
（
30
）
参
照
。
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売主暇疵担保責任と危険負担との関係（三）

（
4
5
）
　
同
旨
、
前
田
・
前
出
注
（
2
0
）
四
〇
九
頁
、
川
村
・
前
出
注
（
1
0
）
八
二
頁
。

（
4
6
）
磯
村
編
〔
北
川
〕
前
出
注
（
3
8
）
一
六
七
頁
。

（
4
7
）
　
中
島
玉
吉
・
民
法
釈
義
（
金
刺
芳
流
堂
・
大
正
二
二
年
）
　
一
八
一
頁
、
勝
本
正
晃
・
債
権
法
概
論
（
総
論
）
（
有
斐
閣
・
昭
和
二
四
年
）
　
一
一

　
二
頁
、
小
池
隆
一
・
債
権
法
総
論
（
泉
文
堂
・
昭
和
三
一
年
）
三
四
頁
、
川
村
・
前
出
注
（
1
0
）
八
二
頁
、
林
目
石
田
⊥
口
同
木
〔
林
〕
前
出
注

　
（
3
6
）
三
六
頁
、
山
川
一
陽
・
債
権
法
講
話
（
有
信
堂
・
平
成
五
年
）
一
三
頁
、
潮
見
佳
男
・
債
権
総
論
（
信
山
社
・
平
成
六
年
）
七
一
頁
以
下
、

　
平
野
・
前
出
注
（
3
4
）
一
七
頁
。
尚
、
水
本
教
授
は
、
特
定
に
よ
る
種
類
債
務
の
特
定
物
債
務
化
を
認
め
る
な
ら
、
四
八
三
条
の
適
用
も
認
め
る
べ

　
き
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
水
本
浩
・
債
権
総
論
（
有
斐
閣
・
平
成
元
年
）
一
三
頁
。

（
4
8
）
近
時
、
小
野
教
授
は
、
民
法
五
三
四
条
を
給
付
危
険
の
債
権
者
負
担
を
定
め
た
規
定
と
解
す
べ
き
と
の
主
張
を
展
開
さ
れ
て
い
る
（
小
野
秀
誠

　
「
種
類
物
売
買
に
お
け
る
危
険
負
担
」
一
橋
論
叢
一
〇
二
巻
一
号
（
平
成
元
年
）
三
七
頁
）
。
五
三
四
条
の
対
価
危
険
の
債
権
者
主
義
が
そ
の
合
理
性

　
を
疑
わ
れ
、
多
く
の
批
判
に
晒
さ
れ
て
、
い
わ
ば
空
文
化
さ
れ
た
解
釈
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
中
で
、
五
三
四
条
を
給
付
危
険
規
定
と
解
釈
す
る
こ

　
と
で
そ
の
条
文
に
意
義
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
勿
論
、
立
法
趣
旨
か
ら
は
五
三
四
条
が
対
価
危
険
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
と
の
理
解

　
は
疑
わ
れ
ず
、
こ
の
こ
と
自
体
ま
で
疑
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
解
釈
論
と
し
て
は
興
味
深
い
。
し
か
し
、
私
見
の
よ
う
に
、
給
付
危
険
の
債
権

　
者
負
担
規
定
を
四
八
三
条
に
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
五
三
四
条
を
そ
の
よ
う
に
給
付
危
険
規
定
と
解
釈
す
る
意
義
も
ま
た
失
わ
れ

　
よ
う
。

（
4
9
）
　
起
草
者
の
富
井
博
士
は
、
こ
う
し
た
結
果
を
「
当
然
ノ
コ
ト
デ
ア
ル
」
と
説
か
れ
て
い
た
（
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
三
（
商
事
法
務
研

　
究
会
・
昭
和
五
九
年
）
七
六
五
頁
）
。
そ
の
後
の
学
説
に
お
い
て
、
種
類
債
務
の
特
定
後
に
は
、
目
的
物
の
滅
失
に
よ
り
給
付
義
務
も
消
滅
す
る
こ

　
と
を
認
め
る
も
の
と
し
て
、
石
坂
音
四
郎
・
日
本
民
法
第
三
編
債
権
第
一
巻
（
有
斐
閣
書
房
・
大
正
元
年
）
一
四
九
頁
、
石
田
文
次
郎
「
種
類
債
務

　
の
特
定
を
論
ず
」
法
学
論
叢
七
巻
四
号
（
大
正
一
一
年
）
七
〇
頁
、
松
坂
佐
一
・
民
法
提
要
・
債
権
総
論
（
有
斐
閣
・
昭
和
五
七
年
）
四
一
頁
、
石

　
田
喜
久
男
編
〔
中
井
美
雄
〕
債
権
総
論
（
青
林
書
院
・
平
成
五
年
）
三
八
・
三
九
頁
、
安
達
三
季
生
・
債
権
総
論
講
義
（
信
山
社
・
平
成
五
年
）
二

　
〇
頁
、
近
江
幸
治
・
民
法
講
義
W
・
債
権
法
総
論
（
成
文
堂
・
平
成
六
年
）
三
六
頁
、
鈴
木
・
前
出
注
（
1
0
）
二
六
八
頁
。

（
5
0
）
　
か
つ
て
曄
道
博
士
は
、
「
蝦
疵
ヲ
担
保
ス
ル
ハ
売
主
ノ
給
付
義
務
即
財
産
権
移
転
ノ
義
務
ノ
一
部
ナ
リ
ト
ス
ル
ハ
非
ナ
リ
若
シ
然
ラ
ス
ト
セ
ハ

　
売
買
ノ
目
的
タ
ル
特
定
物
二
蝦
疵
ア
ル
ト
キ
ハ
買
主
ハ
其
受
領
ヲ
拒
絶
シ
得
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
然
ル
ニ
特
定
物
売
買
二
於
テ
ハ
買
主
ハ
暇
疵
ア
ル
物
ヲ

　
買
ヒ
タ
ル
ナ
リ
売
主
ハ
引
渡
ヲ
為
ス
ヘ
キ
時
ノ
現
状
二
於
テ
其
物
ヲ
引
渡
セ
ハ
債
務
ヲ
免
ル
ヘ
キ
ハ
論
理
ノ
要
求
ス
ル
所
ナ
リ
（
四
八
三
条
）
」
と

　
し
て
、
売
主
の
給
付
義
務
と
担
保
責
任
と
の
区
別
の
論
拠
を
四
八
三
条
に
求
め
ら
れ
た
（
曄
道
文
藝
「
売
買
ノ
暇
疵
担
保
ヲ
論
ス
」
京
都
法
学
会
雑

誌
五
巻
五
号
（
明
治
四
三
年
）
四
三
頁
）
。
磯
村
博
士
は
、
「
担
保
責
任
の
本
質
は
、
履
行
義
務
“
債
務
不
履
行
責
任
の
不
存
在
の
場
合
に
お
い
て
有
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償
契
約
の
等
価
的
均
衡
を
維
持
す
る
手
段
た
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
従
っ
て
、
特
定
物
の
売
買
に
お
い
て
物
に
暇
疵
あ
る
場
合
売
主
の
履
行
義
務
は
当

該
特
定
の
物
を
現
状
で
引
渡
す
べ
き
こ
と
に
つ
き
る
の
で
あ
る
か
ら
（
四
八
三
条
参
照
）
、
暇
疵
担
保
責
任
が
技
術
的
意
味
に
お
け
る
『
担
保
責
任
』

　
た
る
こ
と
は
疑
い
は
な
い
」
と
説
か
れ
る
（
磯
村
哲
「
売
買
・
贈
与
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
六
号
（
昭
和
三
二
年
）
一
四
・
一
五
頁
）
。
同
様
に
広
中

教
授
は
、
「
そ
も
そ
も
技
術
的
意
味
に
お
け
る
担
保
責
任
は
、
履
行
義
務
1
1
債
務
不
履
行
責
任
の
不
存
在
の
場
合
に
有
償
契
約
に
お
け
る
両
給
付
の

等
価
的
均
衡
を
維
持
す
る
手
段
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
る
（
履
行
義
務
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
は
不
履
行
責
任
が
等
価
的
均
衡
を
維
持
す
る
手

　
段
と
し
て
機
能
す
る
）
。
そ
し
て
、
特
定
物
の
売
買
に
お
い
て
物
に
畷
疵
が
あ
る
場
合
、
売
主
の
履
行
義
務
が
そ
の
特
定
の
物
を
引
き
渡
す
べ
き
こ

　
と
に
尽
き
る
か
ぎ
り
（
四
八
三
条
参
照
）
、
暇
疵
担
保
責
任
が
技
術
的
意
味
に
お
け
る
担
保
責
任
で
あ
る
こ
と
は
一
応
疑
い
な
い
」
と
さ
れ
る
（
広

中
俊
雄
・
債
権
各
論
講
義
（
有
斐
閣
・
平
成
六
年
）
五
七
頁
）
。
ま
た
、
高
森
教
授
も
、
「
こ
の
土
地
、
こ
の
建
物
、
こ
の
自
動
車
を
引
き
渡
す
と
い

　
う
特
定
物
債
務
に
お
い
て
は
、
も
し
目
的
物
に
権
利
の
畷
疵
、
物
の
畷
疵
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
と
別
な
、
完
全
な
も
の
を
引
き
渡
し
て
、
売
主
は
債

　
務
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
民
法
四
八
三
条
が
債
権
の
目
的
が
特
定
物
の
引
渡
な
る
と
き
は
、
弁
済
者
は
引
渡
を
な
す
べ
き
と
き
の
現
状
に

　
て
そ
の
物
を
引
渡
す
こ
と
を
要
す
と
明
言
し
て
い
る
以
上
、
そ
れ
を
す
る
必
要
も
な
い
訳
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
（
高
森
八
四
郎
「
売
買
に
お

　
け
る
売
主
の
所
有
権
移
転
義
務
」
法
学
論
集
（
関
西
大
学
）
四
三
巻
五
号
（
平
成
六
年
）
七
頁
）
。
こ
う
し
た
見
解
に
お
い
て
は
、
四
八
三
条
が

　
「
特
定
物
ド
グ
マ
」
の
実
定
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
北
川
善
太
郎
・
契
約
責
任
の
研
究
（
有
斐
閣
・
昭
和
三
八
年
）
三
六
六
頁
）
。
こ
の
点
、

於
保
博
士
は
、
四
八
三
条
を
前
提
に
「
特
定
物
に
暇
疵
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
現
状
で
引
き
渡
せ
ば
不
完
全
履
行
と
な
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
は
物
の
蝦

疵
担
保
責
任
の
問
題
と
な
る
と
通
常
解
さ
れ
て
い
る
」
と
し
な
が
ら
も
、
引
渡
義
務
の
対
価
と
同
価
値
の
権
利
供
与
義
務
の
視
点
か
ら
、
担
保
責
任

　
を
履
行
責
任
と
し
て
構
成
す
る
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
於
保
・
前
出
注
（
3
4
）
三
二
頁
注
（
三
）
お
よ
び
一
一
一
頁
以
下
）
。

（
5
1
）
　
神
田
教
授
は
、
特
定
物
売
買
に
お
け
る
売
主
の
「
現
状
有
姿
の
引
渡
義
務
」
を
認
め
ら
れ
る
が
、
四
八
三
条
が
一
方
的
債
務
関
係
を
対
象
と
し

　
双
務
有
償
性
を
考
慮
し
て
い
な
い
こ
と
に
基
づ
い
て
、
給
付
義
務
の
根
拠
に
四
八
三
条
を
援
用
す
る
こ
と
を
批
判
さ
れ
る
（
神
田
博
司
「
理
疵
担
保

　
に
よ
る
損
害
賠
償
の
範
囲
」
中
川
善
之
助
一
兼
子
一
監
修
・
不
動
産
法
大
系
第
一
巻
（
青
林
書
院
新
社
・
昭
和
五
〇
年
）
三
八
三
頁
注
（
2
）
）
。
し

　
か
し
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
説
明
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
四
八
三
条
の
典
型
的
な
適
用
例
は
売
買
契
約
な
の
で
あ
り
、
売
買
契
約
に
お
い
て
四
八
三

条
の
適
用
を
排
除
す
る
考
え
方
に
は
賛
同
し
え
な
い
。
寧
ろ
、
石
田
助
教
授
が
、
「
民
法
四
八
三
条
は
、
債
務
者
が
善
管
注
意
義
務
を
尽
く
し
て
も

目
的
物
に
殿
損
が
生
じ
た
場
合
に
は
そ
の
ま
ま
引
き
渡
せ
ば
免
責
さ
れ
る
趣
旨
の
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
」
る
と
し
て
、
四
八
三
条
を
基
礎
に
主
張

　
さ
れ
る
特
定
物
ド
グ
マ
を
批
判
さ
れ
る
の
が
正
当
で
あ
ろ
う
（
石
田
穣
・
損
害
賠
償
法
の
再
構
成
（
東
京
大
学
出
版
会
・
昭
和
五
二
年
）
二
一
六

頁
）
。

（
5
2
）
　
半
田
吉
信
・
担
保
責
任
の
再
構
成
（
三
嶺
書
房
・
昭
和
六
一
年
）
一
四
八
・
一
四
九
頁
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
債
務
不
履
行
責
任
と
し
て
の
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売主蝦疵担保責任と危険負担との関係（三）

　
暇
疵
担
保
責
任
を
説
か
れ
る
於
保
博
士
は
、
そ
う
し
た
構
成
に
お
い
て
は
「
も
ち
ろ
ん
、
双
務
契
約
に
お
け
る
危
険
債
権
者
主
義
の
不
当
性
を
あ
わ

　
せ
て
是
正
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
」
と
し
て
、
債
務
不
履
行
責
任
と
し
て
の
暇
疵
担
保
責
任
と
危
険
負
担
に
お
け
る
債
務
者
主
義
と
の
連
動
を
指

摘
さ
れ
て
い
る
（
於
保
・
前
出
注
（
3
4
）
一
一
二
頁
注
（
一
）
）
。
同
様
に
、
北
川
教
授
も
、
後
発
的
暇
疵
に
つ
い
て
の
畷
疵
担
保
責
任
と
危
険
負
担

　
債
権
者
主
義
の
価
値
判
断
の
調
整
と
し
て
、
危
険
負
担
の
債
務
者
主
義
の
採
用
を
前
提
に
蝦
疵
担
保
責
任
を
危
険
負
担
の
特
則
と
解
釈
す
る
可
能
性

　
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
（
北
川
・
前
出
注
（
5
0
）
三
七
一
頁
）
。
暇
疵
担
保
責
任
の
債
務
不
履
行
構
成
を
主
張
さ
れ
る
星
野
教
授
も
、
暇
疵
の
基
準
時

　
を
危
険
移
転
時
と
し
、
そ
の
危
険
移
転
時
点
に
つ
い
て
は
現
実
の
提
供
時
と
し
て
、
実
質
的
な
危
険
負
担
の
債
務
者
主
義
を
主
張
さ
れ
て
い
る
の
も

　
注
目
さ
れ
る
（
星
野
英
一
・
民
法
概
論
W
（
良
書
普
及
会
・
平
成
六
年
）
五
七
頁
お
よ
び
一
三
三
頁
）
。

（
5
3
）
半
田
教
授
は
、
「
危
険
負
担
債
務
者
主
義
に
従
っ
て
解
す
る
場
合
に
は
、
同
条
（
四
八
三
条
）
は
、
特
定
物
債
務
に
特
有
の
法
理
（
代
替
不
可

　
能
）
を
注
意
的
に
規
定
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
」
る
と
し
て
、
四
八
三
条
を
対
価
危
険
の
債
権
者
主
義
と
の
関
連
で
位
置
づ
け
よ
う
と
さ

　
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
（
半
田
吉
信
「
不
特
定
物
売
買
に
お
け
る
危
険
負
担
2
」
法
律
時
報
四
八
巻
一
号
（
昭
和
五
一
年
）
一
三
四
頁
注

　
（
1
2
）
）
。
し
か
し
、
四
八
三
条
の
定
め
る
現
状
引
渡
原
則
は
、
寧
ろ
対
価
危
険
の
債
務
者
負
担
原
理
の
際
に
、
そ
の
前
提
と
な
る
給
付
危
険
の
帰
趨

　
を
確
定
す
る
「
立
法
政
策
」
と
し
て
重
要
な
の
で
あ
る
。

（
54
）
　
四
八
三
条
が
「
目
的
物
の
同
一
性
を
失
わ
な
い
変
化
」
を
対
象
と
す
る
規
定
で
あ
る
と
理
解
す
る
見
解
は
、
実
は
こ
う
し
た
目
的
物
の
後
発
的

　
な
理
疵
に
つ
い
て
債
権
者
の
完
全
履
行
請
求
権
と
四
八
三
条
の
抵
触
を
回
避
す
べ
く
主
張
さ
れ
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
（
於
保
・

前
出
注
（
34
）
一
一
二
頁
注
（
一
）
参
照
）
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
四
八
三
条
の
理
解
は
疑
わ
し
い
。
四
八
三
条
は
「
目
的
物
に
生
じ
た
後
発
的
な
あ

　
ら
ゆ
る
殿
損
」
を
対
象
と
す
る
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
但
し
、
四
八
三
条
は
殿
損
に
よ
る
給
付
の
不
能
を
問
わ
ず
に
給
付
義
務
の
縮
減
を
定

　
め
て
い
る
が
、
今
日
、
「
殿
損
」
を
あ
ら
ゆ
る
殿
損
を
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
修
補
可
能
な
場
合
に
は
完
全
履
行
請
求
権
を
尚
認
め
る
と
の

解
釈
に
よ
っ
て
四
八
三
条
の
適
用
範
囲
を
限
定
す
る
方
向
も
考
え
ら
れ
る
余
地
が
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
、
債
務
不
履
行
責
任
説
が
完
全
履
行
請

求
権
を
原
則
と
し
て
認
め
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
履
行
不
能
の
場
合
に
は
四
八
三
条
に
よ
っ
て
完
全
履
行
請
求
権
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

　
四
八
三
条
と
の
抵
触
は
避
け
ら
れ
う
る
。
そ
こ
で
は
、
「
殿
損
」
に
よ
る
給
付
の
不
能
が
四
八
三
条
の
要
件
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
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